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○○職職業業安安定定法法（（抄抄））

((職職業業選選択択のの自自由由))

第2条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。

((均均等等待待遇遇))

第3条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、

職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合と

の間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

((労労働働条条件件等等のの明明示示))

第5条の3 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供

給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者

又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなら

ない。

2 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようと

する者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、

労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

3 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それ

ぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて

労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の

規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務

の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当

該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

4 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省

令で定める方法により行わなければならない。

((求求人人等等にに関関すするる情情報報のの的的確確なな表表示示))

第5条の4 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提

供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、

文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働

者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三

項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示

をしてはならない。

2 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他

厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

3 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この

法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確

かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

((求求職職者者等等のの個個人人情情報報のの取取扱扱いい))

第5条の5 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに

労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その

業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職

者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職

者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人

の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

（（求求人人のの申申込込みみ））

第5条の6 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一 その内容が法令に違反する求人の申込み

二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申

込み

三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた
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者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み

四 第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み

五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以

下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)

ロ 法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの

ハ 暴力団員がその事業活動を支配する者

六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

2 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため

必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

3 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

○○職職業業安安定定法法施施行行規規則則（（抄抄））

((法法第第33条条にに関関すするる事事項項))

第3条

2 職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶

えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。

（（法法第第55条条のの33にに関関すするる事事項項））

第4条の2 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。。

一 求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労

働者になろうとする者又は供給される労働者(以下この項において「紹介求職者等」という。)に対して法第五条の三第一

項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」

という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 紹介求職者等に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第八号に掲げる事項にあつては、労働

者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする者に限るも

のとする。

一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

二 労働契約の期間に関する事項

二の二 試みの使用期間に関する事項

三 就業の場所に関する事項

四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

五 賃金（臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則 （昭和二十二年厚生省令第二十三号）第八条各号に掲げ

る賃金を除く。）の額に関する事項

六 健康保険法 （大正十一年法律第七十号）による健康保険、厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）による厚

生年金、労働者災害補償保険法 （昭和二十二年法律第五十号）による労働者災害補償保険及び雇用保険法 （昭和四十九

年法律第百十六号）による雇用保険の適用に関する事項

七 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

八 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

九 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

4 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」と

いう。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこ

れらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、こ
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○○職職業業安安定定法法（（抄抄））

((職職業業選選択択のの自自由由))

第2条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。

((均均等等待待遇遇))

第3条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、

職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合と

の間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

((労労働働条条件件等等のの明明示示))

第5条の3 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供

給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者

又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなら

ない。

2 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようと

する者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、

労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

3 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それ

ぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて

労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の

規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務

の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当

該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

4 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省

令で定める方法により行わなければならない。

((求求人人等等にに関関すするる情情報報のの的的確確なな表表示示))

第5条の4 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提

供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、

文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働

者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三

項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示

をしてはならない。

2 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他

厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

3 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この

法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確

かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

((求求職職者者等等のの個個人人情情報報のの取取扱扱いい))

第5条の5 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに

労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その

業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職

者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職

者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人

の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

（（求求人人のの申申込込みみ））

第5条の6 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一 その内容が法令に違反する求人の申込み

二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申

込み

三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた
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の限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者（明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受

けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。）が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通信事業法（昭

和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。）の送信の方法

（当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

5 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した

時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイル

に記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6 法第五条の三第一項から第三項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了

した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければ

ならない。

7 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又

は供給される労働者に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明

示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が

終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあつては、当該明示に係る労働契約を締結する日)まで

の間保存しなければならない。

8 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び

採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

((法法第第55条条のの44にに関関すするる事事項項))

第4条の3 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方

法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同

項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回

線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

3 法第五条の四第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

4 法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならな

い。

一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂

正の求めがあつたときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の

訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでに定める措置

イ 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

ロ 法第四条第六項第一号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終了したとき又は当該労働者の募集

の内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。

(2) 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。

ハ 法第四条第六項第二号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

ニ 法第四条第六項第三号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依

― 124 ―



- 125 -

頼すること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。

ホ 法第四条第六項第四号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らか

にすること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

ヘ 労働者供給事業者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者供給を受けようとする者又は供給される労働者に対し、定期的に労働者供給又は供給される労働者に関す

る情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 労働者供給又は供給される労働者に関する情報の時点を明らかにすること。

((法法第第55条条のの55にに関関すするる事事項項))

第4条の4 法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な

方法により行うものとする。

（（法法第第55条条のの66にに関関すするる事事項項））

第4条の5

3 法第五条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人者が職業安定法施行令（昭和二十八年政令第二百四十二号。以下この項において「令」という。）第一条第一号又

は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為（労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及

び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。）をした場合であつて、法第五条の六

第二項の規定による報告の求め（以下この項において「報告の求め」という。）により、次のいずれかに該当することが

確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと（当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反す

る行為（ロにおいて「同一違反行為」という。）をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に

重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。）。

ロ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第二百三条第一項（同法第二百十

一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。）若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十

二条の規定による送付（以下このロにおいて「送致等」という。）が行われ、その旨の公表が行われた場合であつて、

次のいずれかに該当すること。

(1) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合（当該違反行為をした日から起算して過去一年以内にお

いて同一違反行為をしたことがある場合であつて、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期

間（以下このロにおいて「経過期間」という。）が六月を超えるときに限る。）であつて、求人の申込みの時におい

て、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。

(2) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合（当該違反行為をした日から起算して過去一年以内にお

いて同一違反行為をしたことがある場合であつて、経過期間が六月を超えないときに限る。）であつて、求人の申込

みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合（当該違反行為をした日から起算して過去一年以内にお

いて同一違反行為をしたことがある場合を除く。）又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場

合であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。

二 求人者が令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為（以下この号において「違反行為」という。）をし、法第

四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認さ

れた場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為（以

下このロにおいて「同一違反行為」という。）を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為

が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

二の二 求人者が令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為（以下この号において「違反行為」という。）をし、

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二
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の限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者（明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受

けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。）が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通信事業法（昭

和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。）の送信の方法

（当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

5 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した

時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイル

に記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6 法第五条の三第一項から第三項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了

した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければ

ならない。

7 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又

は供給される労働者に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明

示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が

終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあつては、当該明示に係る労働契約を締結する日)まで

の間保存しなければならない。

8 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び

採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。

((法法第第55条条のの44にに関関すするる事事項項))

第4条の3 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方

法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同

項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回

線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

3 法第五条の四第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

4 法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならな

い。

一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂

正の求めがあつたときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の

訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでに定める措置

イ 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

ロ 法第四条第六項第一号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終了したとき又は当該労働者の募集

の内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。

(2) 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。

ハ 法第四条第六項第二号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

ニ 法第四条第六項第三号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依
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号）第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認

された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為（以

下このロにおいて「同一違反行為」という。）を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為

が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為（以下この号において「違反行為」という。）をし、雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第三十条の規定による

公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為（以

下このロにおいて「同一違反行為」という。）を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為

が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為（以下この号において「違反行為」という。）をし、育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第五十六条の二の規定

による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為（以

下このロにおいて「同一違反行為」という。）を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為

が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
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号）第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認

された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為（以

下このロにおいて「同一違反行為」という。）を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為

が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為（以下この号において「違反行為」という。）をし、雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第三十条の規定による

公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為（以

下このロにおいて「同一違反行為」という。）を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為

が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 求人者が令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為（以下この号において「違反行為」という。）をし、育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第五十六条の二の規定

による公表がされた場合であつて、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を

経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為（以

下このロにおいて「同一違反行為」という。）を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該同一違反行為

の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為

が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
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○○職職業業紹紹介介事事業業者者、、求求人人者者、、労労働働者者のの募募集集をを行行うう者者、、募募集集受受託託者者、、募募集集情情報報等等提提供供事事業業をを

行行うう者者、、労労働働者者供供給給事事業業者者、、労労働働者者供供給給をを受受けけよよううととすするる者者等等ががそそのの責責務務等等にに関関ししてて適適切切

にに対対処処すするるたためめのの指指針針（（抄抄））

（平成 11 年労働省告示第 141 号）

（最終改正 令和 4 年厚生労働省告示第 198 号）

第第二二 均均等等待待遇遇にに関関すするる事事項項((法法第第三三条条))

一 差別的な取扱いの禁止

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下

「職業紹介等事業者」という。)は、全ての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務につ

いて人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、

差別的な取扱いをしてはならないこと。

また、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、求職者又は労働者が法第四十

八条の四第一項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならな

いこと。

二 募集に関する男女の均等な機会の確保

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者が、雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条の規定に違反する内容の求人の申込み

を受理して当該求人に対して職業紹介を行い、同条の規定に違反する内容の労働者の募集に関する情報の提供を

行い、若しくは同条の規定に違反する募集を行う者に労働者になろうとする者に関する情報の提供を行い、又は

同条の規定に違反する募集に対して労働者を供給することは法第三条の趣旨に反するものであること。

第第三三 労労働働条条件件等等のの明明示示にに関関すするる事事項項((法法第第五五条条のの三三))

一 職業紹介事業者等による労働条件等の明示

(一) 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、法第五条の三第一項の

規定に基づき、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下「求職者等」とい

う。)に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」

という。)を可能な限り速やかに明示しなければならないこと。

(二) 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者

供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、法第五条の三第二項の規定に基

づき、従事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。

(三) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受

けようとする者は、(一)又は(二)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるとこ

ろによらなければならないこと。

イ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。

ロ 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日等につ

いて明示すること。また、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項の規定により

同項第二号に掲げる時間労働したものとみなす場合又は同法第三十八条の四第一項の規定により同項第

三号に掲げる時間労働したものとみなす場合は、その旨を明示すること。また、同法第四十一条の二第一

項の同意をした場合に、同項の規定により労働する労働者として業務に従事することとなるときは、その

旨を明示すること。

ハ 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、

昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対

する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにか

かわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下こ

のハ及び第四の二の(三)において「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎とし

て設定する労働時間数(以下このハにおいて「固定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限

る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分

についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。
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ニ 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使用期間の性質を有するもの

であっても、当該試みの使用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試みの使用期間に係

る従事すべき業務の内容等を明示すること。

(四) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受

けようとする者は、(一)又は(二)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるとこ

ろによるべきであること。

イ 原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。なお、(三)

ロ中段及び後段並びに(三)ハ後段に係る内容の明示については、特に留意すること。

ロ 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明

示すること。

(五) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受

けようとする者は、(一)又は(二)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げる事項

に配慮すること。

イ 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能な限り

限定すること。

ロ 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示する

こと。

ハ 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることとなる可

能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明示した内容と異

なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。

二 求人者等による労働条件等の変更等に係る明示

(一) 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(以下「求人者等」という。)は、法

第五条の三第三項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又

は供給される労働者((三)及び(四)において「紹介求職者等」という。)と労働契約を締結しようとする場合

であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等(以下この三に

おいて「第一項明示」という。)を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務

の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又

は追加する従事すべき業務の内容等((三)において「変更内容等」という。)を明示しなければならないこと。

(二) 法第五条の三第一項の規定に基づく明示について、一(四)ロにより、従事すべき業務の内容等の事項の

一部(以下この(二)において「当初明示事項」という。)が明示され、別途、当初明示事項以外の従事すべき

業務の内容等の事項が明示された場合は、当初明示事項を第一項明示として取り扱うこと。

(三) 求人者等は、(一)の明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができ

るよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その際、イの方法によることが望ましいものである

が、ロなどの方法によることも可能であること。

イ 第一項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。

ロ 労働基準法第十五条第一項の規定に基づき交付される書面(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省

令第二十三号)第五条第四項第一号の規定に基づき送信されるファクシミリの記録又は同項第二号の規定

に基づき送信される電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる

電気通信の記録を含む。)において、変更内容等に下線を引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記

すること。なお、第一項明示の一部の事項を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業

務の内容等も併せて記載すること。

(四) 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働

契約を締結するかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかに(一)の明示を行

うこと。また、(一)の明示を受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項

明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明する

こと。

(五) 第一項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、第一項明

示を安易に変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはならないこ

と。

(六) 学校卒業見込者等(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項

に規定する学校卒業見込者等をいう。以下この(六)において同じ。)については、特に配慮が必要であるこ
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ニ 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使用期間の性質を有するもの

であっても、当該試みの使用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試みの使用期間に係

る従事すべき業務の内容等を明示すること。

(四) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受

けようとする者は、(一)又は(二)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるとこ

ろによるべきであること。

イ 原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。なお、(三)

ロ中段及び後段並びに(三)ハ後段に係る内容の明示については、特に留意すること。

ロ 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明

示すること。

(五) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受

けようとする者は、(一)又は(二)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げる事項

に配慮すること。

イ 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能な限り

限定すること。

ロ 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示する

こと。

ハ 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることとなる可

能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明示した内容と異

なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。

二 求人者等による労働条件等の変更等に係る明示

(一) 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(以下「求人者等」という。)は、法

第五条の三第三項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又

は供給される労働者((三)及び(四)において「紹介求職者等」という。)と労働契約を締結しようとする場合

であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等(以下この三に

おいて「第一項明示」という。)を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務

の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又

は追加する従事すべき業務の内容等((三)において「変更内容等」という。)を明示しなければならないこと。

(二) 法第五条の三第一項の規定に基づく明示について、一(四)ロにより、従事すべき業務の内容等の事項の

一部(以下この(二)において「当初明示事項」という。)が明示され、別途、当初明示事項以外の従事すべき

業務の内容等の事項が明示された場合は、当初明示事項を第一項明示として取り扱うこと。

(三) 求人者等は、(一)の明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができ

るよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その際、イの方法によることが望ましいものである

が、ロなどの方法によることも可能であること。

イ 第一項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。

ロ 労働基準法第十五条第一項の規定に基づき交付される書面(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省

令第二十三号)第五条第四項第一号の規定に基づき送信されるファクシミリの記録又は同項第二号の規定

に基づき送信される電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる

電気通信の記録を含む。)において、変更内容等に下線を引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記

すること。なお、第一項明示の一部の事項を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業

務の内容等も併せて記載すること。

(四) 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働

契約を締結するかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかに(一)の明示を行

うこと。また、(一)の明示を受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項

明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明する

こと。

(五) 第一項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、第一項明

示を安易に変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはならないこ

と。

(六) 学校卒業見込者等(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項

に規定する学校卒業見込者等をいう。以下この(六)において同じ。)については、特に配慮が必要であるこ
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とから、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加するこ

と(一(四)ロにより、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合において、

当該別途明示することとされた事項を追加することを除く。)は不適切であること。また、原則として、学

校卒業見込者等を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知するまでに、法第五条の三第一項及び(一)

の明示が書面により行われるべきであること。

(七) 法第五条の三第一項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、(一)の明示を行った

としても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。

(八) 求人者等は、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追

加した場合は、求人票等の内容を検証し、修正等を行うべきであること。

三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十条第一項に規定する理由の適切な提示

職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭

和四十六年労働省令第二十四号)第六条の六第二項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十条第一項に規定する理由の提示を受けたときは、当

該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきこと。

第第四四 求求人人等等にに関関すするる情情報報のの的的確確なな表表示示にに関関すするる事事項項((法法第第五五条条のの四四))

一 提供する求人等に関する情報の内容

職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、

広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二

号)第四条の二第三項各号に掲げる事項及び第三の一の(三)ロからニまでにより明示することとされた事項を可

能な限り当該情報に含めることが望ましいこと。

二 誤解を生じさせる表示の禁止

職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、

広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労

働者に誤解を生じさせることのないよう、次に掲げる事項に留意すること。

(一) 関係会社を有する者が労働者の募集を行う場合、労働者を雇用する予定の者を明確にし、当該関係会社

と混同されることのないよう表示しなければならないこと。

(二) 労働者の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう表示しなければならないこ

と。

(三) 賃金等(賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等に関する事項を

いう。以下同じ。)について、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。

(四) 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこと。

三 労働者の募集を行う者及び募集受託者による労働者の募集等に関する情報の提供

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、法第五条の四第二項の規定により労働者の募集に関する情報を正確

かつ最新の内容に保つに当たっては、次に掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。

(一) 労働者の募集を終了した場合又は労働者の募集の内容を変更した場合には、当該募集に関する情報の提

供を速やかに終了し、又は当該募集に関する情報を速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した

募集情報等提供事業を行う者に対して当該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容を変更す

るよう依頼すること。

(二) 労働者の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明らかにすること。

(三) 募集情報等提供事業を行う者から、職業安定法施行規則第四条の三第四項又は第八の二の(一)により、

当該募集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速やかに対応すること。

四 求人等に関する情報を正確かつ最新の内容に保つための措置

職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者は、職業安定法施行規則第四条の三第四

項第三号イからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでの(1)及び(2)に掲げる措置を可能な限りいずれも

講ずることが望ましいこと。

五 公共職業安定所の求人情報の転載

公共職業安定所が受理した求人の情報を転載する場合は、出所を明記するとともに、転載を行う者の氏名又は

名称、所在地及び電話番号を明示しなければならないこと。また、求人情報の更新を随時行い、最新の内容にす

ること。
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第第五五 求求職職者者等等のの個個人人情情報報のの取取扱扱いいにに関関すするる事事項項((法法第第五五条条のの五五))

一 個人情報の収集、保管及び使用

(一) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第五条の五第一項の規定によりその業務の目的を明らか

にするに当たっては、求職者等の個人情報(一及び二において単に「個人情報」という。)がどのような目的

で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明

示すること。

(二) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明ら

かにして個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職

業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収

集する場合はこの限りでないこと。

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

ロ 思想及び信条

ハ 労働組合への加入状況

(三) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の

同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、

適法かつ公正なものによらなければならないこと。

(四) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教

育学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局

長」という。)の定める書類により提出を求めること。

(五) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を

示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

(六) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第五条の五第一項又は(二)、(三)若しくは(五)の求職者

等本人の同意を得る際には、次に掲げるところによらなければならないこと。

イ 同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳

細に明示すること。

ロ 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、

職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。

ハ 求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。

二 個人情報の適正な管理

(一) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る

措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置

ロ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

(二) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、

当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。

(三) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する規程を作

成し、これを遵守しなければならないこと。

イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

(四) 職業紹介事業者、特定募集情報等提供事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正
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の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

三 個人情報の保護に関する法律の遵守等

一及び二に定めるもののほか、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報

等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、個人情報の保護に関する法律第二条第

十一項に規定する行政機関等又は同法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、それ

ぞれ同法第五章第二節から第四節まで又は同法第四章第二節に規定する義務を遵守しなければならないこと。

第第六六 職職業業紹紹介介事事業業者者のの責責務務等等にに関関すするる事事項項((法法第第三三十十三三条条のの五五))

一 職業安定機関等との連携

(一) 職業安定機関との連携

職業紹介等事業者は、求人、求職等の内容がその業務の範囲外にあると認めるときは、公共職業安定所の

利用を勧奨する等適切に対応すること。また、職業紹介等事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調

整を図るため、職業安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めるものとする。

(二) 学校との連携

職業紹介事業者(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う学校を除く。)は、

高等学校、中等教育学校、中学校又は義務教育学校の新規卒業予定者に対する職業紹介を行うに当たっては、

学校との連携に関し、次に掲げる事項に留意すること。

イ 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて行うようにすること。

ロ 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規学校卒業予定者に対する職業紹

介の日程に沿ったものとなるようにし、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。

ハ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。

二 職業紹介事業者における求人の申込みの受理に関する事項

(一) 職業紹介事業者は、原則として、求人者に対し、求人の申込みが法第五条の六第一項各号のいずれかに

該当するか否かを申告させるべきこと。

(二) 職業紹介事業者は、求人の申込みが法第五条の六第一項各号のいずれかに該当することを知った場合は、

当該求人の申込みを受理しないことが望ましいこと。

三 求職者の能力に適合する職業の紹介の推進

職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよう、求職者の能力の的確な把握に

努めるとともに、その業務の範囲内において、可能な限り幅広い求人の確保に努めること。

四 求職者又は求人者からの苦情の適切な処理

職業紹介事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体及び他の職業紹介事業者と連携を図りつつ、当該事業に

係る求職者又は求人者からの苦情(あっせんを行った後の苦情を含む。)を迅速、適切に処理するための体制の整

備及び改善向上に努めること。

五 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項

(一) 職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対

し、当該就職した日から二年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。

(二) 有料職業紹介事業者は、返戻金制度(職業安定法施行規則第二十四条の五第一項第二号に規定する返戻

金制度をいう。以下同じ。)を設けることが望ましいこと。

(三) 有料職業紹介事業者は、法第三十二条の十三の規定に基づき求職者に対して手数料に関する事項を明示

する場合、求職者から徴収する手数料に関する事項及び求人者から徴収する手数料に関する事項を明示しな

ければならないこと。また、職業紹介事業者は、同条の規定に基づき、返戻金制度に関する事項について、

求人者及び求職者に対し、明示しなければならないこと。

六 職業紹介事業に係る適正な許可の取得

(一) 求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申込

みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要で

あること。また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等のみならず、職業紹介

を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要

であること。

(二) 次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断が電子情報処理組織により自動的

に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業の許可等が必要であること。また、宣伝広告の内容、

求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっ
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第第五五 求求職職者者等等のの個個人人情情報報のの取取扱扱いいにに関関すするる事事項項((法法第第五五条条のの五五))

一 個人情報の収集、保管及び使用

(一) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第五条の五第一項の規定によりその業務の目的を明らか

にするに当たっては、求職者等の個人情報(一及び二において単に「個人情報」という。)がどのような目的

で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明

示すること。

(二) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明ら

かにして個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職

業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収

集する場合はこの限りでないこと。

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

ロ 思想及び信条

ハ 労働組合への加入状況

(三) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、本人の

同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、

適法かつ公正なものによらなければならないこと。

(四) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教

育学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局

長」という。)の定める書類により提出を求めること。

(五) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を

示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

(六) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、法第五条の五第一項又は(二)、(三)若しくは(五)の求職者

等本人の同意を得る際には、次に掲げるところによらなければならないこと。

イ 同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳

細に明示すること。

ロ 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、

職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。

ハ 求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること。

二 個人情報の適正な管理

(一) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る

措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置

ロ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

(二) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供

給事業者及び労働者供給を受けようとする者が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、

当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。

(三) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する規程を作

成し、これを遵守しなければならないこと。

イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

(四) 職業紹介事業者、特定募集情報等提供事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正
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せんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである

場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可

等が必要であること。

イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ

提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。

ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又

は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。

ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に

加工を行うこと。

七 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項

(一) 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者(以下「再就職支

援事業者」という。)が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該事業主による当該労働者の権利

の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うことは許されないこと。

イ 当該労働者に対して、退職の強要(勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨であって、民

事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ。)となり得る行為を直接行うこと。

ロ 退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退職の強要を助長し、

又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。

(二) 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。

イ 当該労働者に対して、退職の勧奨(退職の強要を除く。)を直接行うこと。

ロ 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。

八 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の五第二項第一号イ(4)、第百十条第二項第

一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ、第百十条の三第

二項第一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号イ(3)及び第四号ハ、

附則第十五条の五第二項第一号イ及び第六項第一号イ並びに附則第十五条の六第二項第一号イの規定に

基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、

当該同意した条件を遵守すること。

九 適正な宣伝広告等に関する事項

(一) 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない職業紹介事業者は、これと誤認させる名称を用いてはな

らないこと。

(二) 職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、法第五条の四第一項及び第三項並びに不当景品類

及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、

合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないこと。

(三) 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことが

できるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事

業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目

で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

十 国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項

(一) 職業紹介事業者(法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施

設の長を除く。以下この十において同じ。)は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第三十二条

の十二第一項(法第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により、

その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を届け出た場合には、その相手先国をはじ

め、その範囲内で職業紹介を行わなければならないこと。

(二) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十

六年政令第三百十九号)その他の出入国に関する法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなけれ

ばならないこと。

(三) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し

付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはならないこと。

(四) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する

ものを利用してはならないこと。

イ 相手先国において活動を認められていない取次機関
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せんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである

場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可

等が必要であること。

イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ

提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。

ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又

は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。

ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に

加工を行うこと。

七 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項

(一) 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者(以下「再就職支

援事業者」という。)が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該事業主による当該労働者の権利

の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うことは許されないこと。

イ 当該労働者に対して、退職の強要(勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨であって、民

事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ。)となり得る行為を直接行うこと。

ロ 退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退職の強要を助長し、

又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。

(二) 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。

イ 当該労働者に対して、退職の勧奨(退職の強要を除く。)を直接行うこと。

ロ 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。

八 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の五第二項第一号イ(4)、第百十条第二項第

一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ、第百十条の三第

二項第一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号イ(3)及び第四号ハ、

附則第十五条の五第二項第一号イ及び第六項第一号イ並びに附則第十五条の六第二項第一号イの規定に

基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、

当該同意した条件を遵守すること。

九 適正な宣伝広告等に関する事項

(一) 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない職業紹介事業者は、これと誤認させる名称を用いてはな

らないこと。

(二) 職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、法第五条の四第一項及び第三項並びに不当景品類

及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、

合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならないこと。

(三) 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことが

できるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事

業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目

で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

十 国外にわたる職業紹介を行う職業紹介事業者に関する事項

(一) 職業紹介事業者(法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施

設の長を除く。以下この十において同じ。)は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第三十二条

の十二第一項(法第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により、

その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を届け出た場合には、その相手先国をはじ

め、その範囲内で職業紹介を行わなければならないこと。

(二) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十

六年政令第三百十九号)その他の出入国に関する法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなけれ

ばならないこと。

(三) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し

付け、又は求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行ってはならないこと。

(四) 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する

ものを利用してはならないこと。

イ 相手先国において活動を認められていない取次機関
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ロ 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求

職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財

産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付ける取次機関

(五) 職業紹介事業者は、職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭

その他の財産を管理され、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める

契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に

対して職業紹介を行ってはならないこと。

十一 職業紹介事業者が行う離職状況に係る調査に関する事項

(一) 職業紹介事業者は、法第三十二条の十六第三項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三

十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を行うに当たり、その紹介によ

り就職した者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下この十一において「無期雇用就職者」と

いう。)が職業安定法施行規則第二十四条の八第三項第二号(同令第二十五条第一項、第二十五条の二第六項

及び第二十五条の三第二項において準用する場合を除く。)に規定する者に該当するかどうかを確認するた

め、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならないこと。

(二) 求人者は、無期雇用就職者を雇用した場合は、可能な限り、当該無期雇用就職者を紹介した職業紹介事

業者が行う(一)の調査に協力すること。

第第七七 労労働働者者のの募募集集をを行行うう者者等等のの責責務務にに関関すするる事事項項((法法第第四四十十二二条条))

労働者の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に

係る募集に応じて労働者になろうとする者からの苦情を適切かつ迅速に処理するための体制の整備及び改善向

上に努めること。

第第八八 募募集集情情報報等等提提供供事事業業をを行行うう者者のの責責務務にに関関すするる事事項項((法法第第四四十十三三条条のの八八))

一 職業安定機関等との連携

募集情報等提供事業を行う者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の行う雇

用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めるものとすること。

二 労働者の募集等に関する情報の提供

(一) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報が次のいずれかに該当すると認めるときは、

当該情報の提供を依頼した者に対して当該情報の変更を依頼し、又は当該情報の提供を中止しなければなら

ないこと。特に、当該情報がイに該当することを認めながら提供した場合には、法第六十三条第二号に違反

することとなるおそれがあること。

イ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の労働者の募集に関する情報

ロ その内容が法令に違反する労働者の募集に関する情報

(二) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報が(一)のイ又はロのいずれかに該当するお

それがあると認めるときは、当該情報の提供を依頼した者に対し、当該情報が(一)のイ若しくはロのいずれ

かに該当するかどうか確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

(三) 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報

について、当該情報の提供を依頼した者の承諾を得ることなく当該情報を改変して提供してはならないこと。

三 募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の

行われている事業所に関する募集情報等提供を行ってはならないこと。

四 労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う場合は、当該情報により必ずし

も特定の個人を識別することができない場合であっても特定募集情報等提供事業に該当すること。

五 適正な宣伝広告等に関する事項

(一) 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない募集情報等提供事業を行う者は、これと誤認させる名称

を用いてはならないこと。

(二) 募集情報等提供事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、法第五条の四第一項及び第三項並びに不当

景品類及び不当表示防止法の趣旨に鑑みて、不当に利用者を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがある

不当な表示をしてはならないこと。

六 適切かつ迅速な苦情処理のための体制整備

募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事

業者、他の募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者から申出を受けた当該事業に
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関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にするとともに、必要な場合には職業安定機関と連

携を行うこと。

第第九九 労労働働者者供供給給事事業業者者のの責責務務にに関関すするる事事項項((法法第第四四十十五五条条のの二二))

労働者供給事業者は、当該事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために次に掲げる事項に係る措置を

講ずる必要があること。

一 労働者供給事業者は、供給される労働者に対し、供給される労働者でなくなる自由を保障しなければならな

いこと。

二 労働者供給事業者は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第五条第二項各号に掲げる規定を含む労

働組合の規約を定め、これを遵守する等、民主的な方法により運営しなければならないこと。

三 労働者供給事業者は、無料で労働者供給事業を行わなければならないこと。

四 労働者供給事業者は、供給される労働者から過度に高額な組合費を徴収してはならないこと。

五 労働者供給事業者は、供給される労働者の就業の状況等を踏まえ、労働者供給事業者又は労働者供給を受け

る者が社会保険及び労働保険の適用手続を適切に進めるように管理すること。

六 労働者供給事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に係る供給される労

働者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。
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〇〇青青少少年年のの雇雇用用のの促促進進にに関関すするる法法律律（（抄抄））

((青青少少年年雇雇用用情情報報のの提提供供))

第13条 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学

生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(以下この条及び次条において「学校卒業

見込者等」という。)であることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うとき

は、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する

取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び同条において「青少

年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。

2 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じ

ようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。

第14条 求人者は、学校卒業見込者等であることを条件とした求人(次項において「学校卒業見込者等求人」という。)の申

込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供す

るように努めなければならない。

2 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みを

した公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒

業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。

((基基準準にに適適合合すするる事事業業主主のの認認定定))

第15条 厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主

について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、

その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。

〇〇青青少少年年のの雇雇用用のの促促進進にに関関すするる法法律律 施施行行規規則則（（抄抄））

((法法第第十十三三条条第第一一項項のの厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるる施施設設))

第1条 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働

省令で定める施設は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下

同じ。)とする。

((法法第第十十三三条条第第一一項項のの厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるる者者))

第2条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)

に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学

校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの

二 次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部

を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒

であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの

イ 学校又は専修学校を卒業した者

ロ 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者

ハ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下このハ、第四条第二項第二号ハ及び第七条第一号イにおい

て「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者

ニ 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下このニ、第四条第二項第二号ハ及び第七条第一号イにおいて

「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者

((認認定定のの申申請請))

第6条 法第十五条の認定を受けようとする事業主は、基準適合事業主認定申請書(様式第一号)に、当該事業主が同条の基準

に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所

轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
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関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にするとともに、必要な場合には職業安定機関と連

携を行うこと。

第第九九 労労働働者者供供給給事事業業者者のの責責務務にに関関すするる事事項項((法法第第四四十十五五条条のの二二))

労働者供給事業者は、当該事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために次に掲げる事項に係る措置を

講ずる必要があること。

一 労働者供給事業者は、供給される労働者に対し、供給される労働者でなくなる自由を保障しなければならな

いこと。

二 労働者供給事業者は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第五条第二項各号に掲げる規定を含む労

働組合の規約を定め、これを遵守する等、民主的な方法により運営しなければならないこと。

三 労働者供給事業者は、無料で労働者供給事業を行わなければならないこと。

四 労働者供給事業者は、供給される労働者から過度に高額な組合費を徴収してはならないこと。

五 労働者供給事業者は、供給される労働者の就業の状況等を踏まえ、労働者供給事業者又は労働者供給を受け

る者が社会保険及び労働保険の適用手続を適切に進めるように管理すること。

六 労働者供給事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に係る供給される労

働者からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。
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○○労労働働基基準準法法（（抄抄））

((労労働働条条件件のの決決定定))

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

((均均等等待待遇遇))

第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取

扱をしてはならない。

((労労働働条条件件のの明明示示))

第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める

方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することが

できる。

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、

必要な旅費を負担しなければならない。

((労労働働者者名名簿簿))

第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏

名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

○○労労働働基基準準法法施施行行規規則則（（抄抄））

((労労働働条条件件))

第5条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるもの

とする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当

該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者が

これらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 労働契約の期間に関する事項

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就

業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の

締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期

に関する事項

五 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

七 安全及び衛生に関する事項

八 職業訓練に関する事項

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十 表彰及び制裁に関する事項

十一 休職に関する事項

2 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとし

てはならない。

3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項（昇給に関する事項を

除く。）とする。

4 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付と
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する。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該

方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通信事業法（昭和五

十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。）の送

信の方法（当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

((労労働働者者名名簿簿のの記記入入事事項項))

第53条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、

次に掲げるものとする。

一 性別

二 住所

三 従事する業務の種類

四 雇入の年月日

五 退職の年月日及びその事由（退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。）

六 死亡の年月日及びその原因

2 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
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○○労労働働基基準準法法（（抄抄））

((労労働働条条件件のの決決定定))

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

((均均等等待待遇遇))

第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取

扱をしてはならない。

((労労働働条条件件のの明明示示))

第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める

方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することが

できる。

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、

必要な旅費を負担しなければならない。

((労労働働者者名名簿簿))

第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏

名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

○○労労働働基基準準法法施施行行規規則則（（抄抄））

((労労働働条条件件))

第5条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるもの

とする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当

該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者が

これらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 労働契約の期間に関する事項

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就

業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の

締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期

に関する事項

五 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

七 安全及び衛生に関する事項

八 職業訓練に関する事項

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十 表彰及び制裁に関する事項

十一 休職に関する事項

2 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとし

てはならない。

3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項（昇給に関する事項を

除く。）とする。

4 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付と
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○○雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる男男女女のの均均等等なな機機会会及及びび待待遇遇のの確確保保等等にに関関すするる法法律律（（抄抄））

((目目的的))

第1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とす

る。

((基基本本的的理理念念))

第2条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、

充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努

めなければならない。

((性性別別をを理理由由ととすするる差差別別のの禁禁止止))

第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

((性性別別以以外外のの事事由由をを要要件件ととすするる措措置置))

第7条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするも

ののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれが

ある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該

業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の

合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

((女女性性労労働働者者にに係係るる措措置置にに関関すするる特特例例))

第8条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善す

ることを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

((婚婚姻姻、、妊妊娠娠、、出出産産等等をを理理由由ととすするる不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止等等))

第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請

求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令

で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当

該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

((指指針針))

第10条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切

に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

2 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、

都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

((職職場場ににおおけけるる性性的的なな言言動動にに起起因因すするる問問題題にに関関すするる雇雇用用管管理理上上のの措措置置等等))

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件

につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談

に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由

として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ず

るように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な

指針を定めるものとする。

5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、
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都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

((職職場場ににおおけけるる性性的的なな言言動動にに起起因因すするる問問題題にに関関すするる国国、、事事業業主主及及びび労労働働者者のの責責務務))

第11条の2 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行っては

ならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一

般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する

言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めな

ければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に

対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講

ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

((職職場場ににおおけけるる妊妊娠娠、、出出産産等等にに関関すするる言言動動にに起起因因すするる問問題題にに関関すするる雇雇用用管管理理上上のの措措置置等等))

第11条の2 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこ

と、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことそ

の他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害

されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必

要な措置を講じなければならない。

2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた

場合について準用する。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な

指針を定めるものとする。

((職職場場ににおおけけるる妊妊娠娠、、出出産産等等にに関関すするる言言動動にに起起因因すするる問問題題にに関関すするる雇雇用用管管理理上上のの措措置置等等))

第11条の3 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこ

と、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことそ

の他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害

されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必

要な措置を講じなければならない。

2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた

場合について準用する。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な

指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

4 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、

都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

((職職場場ににおおけけるる妊妊娠娠、、出出産産等等にに関関すするる言言動動にに起起因因すするる問問題題にに関関すするる国国、、事事業業主主及及びび労労働働者者のの責責務務))

第11条の4 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する

問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。) に対する事業主その他国民-般の関心と理解を深めるた

め、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労

働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力する

ように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深

め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、

事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

((事事業業主主にに対対すするる国国のの援援助助))

第14条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講

じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当た
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○○雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる男男女女のの均均等等なな機機会会及及びび待待遇遇のの確確保保等等にに関関すするる法法律律（（抄抄））

((目目的的))

第1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とす

る。

((基基本本的的理理念念))

第2条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、

充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努

めなければならない。

((性性別別をを理理由由ととすするる差差別別のの禁禁止止))

第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

((性性別別以以外外のの事事由由をを要要件件ととすするる措措置置))

第7条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするも

ののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれが

ある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該

業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の

合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

((女女性性労労働働者者にに係係るる措措置置にに関関すするる特特例例))

第8条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善す

ることを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

((婚婚姻姻、、妊妊娠娠、、出出産産等等をを理理由由ととすするる不不利利益益取取扱扱いいのの禁禁止止等等))

第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請

求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令

で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当

該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

((指指針針))

第10条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切

に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

2 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、

都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

((職職場場ににおおけけるる性性的的なな言言動動にに起起因因すするる問問題題にに関関すするる雇雇用用管管理理上上のの措措置置等等))

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件

につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談

に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由

として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ず

るように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な

指針を定めるものとする。

5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、
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って必要となる措置に関する計画の作成

三 前号の計画で定める措置の実施

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

五 前各号の措置の実施状況の開示

((苦苦情情のの自自主主的的解解決決))

第15条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るもの

を除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代

表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等そ

の自主的な解決を図るように努めなければならない。

((報報告告のの徴徴収収並並びびにに助助言言、、指指導導及及びび勧勧告告))

第29条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指

導若しくは勧告をすることができる。

2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任すること

ができる。

((公公表表))

第30条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三

第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十

三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が

これに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

((罰罰則則))

第33条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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○○障障害害者者基基本本法法（（抄抄））

((目目的的))

第1条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重

されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、

及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事

項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とす

る。

((定定義義))

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）

がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをい

う。

二二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、

観念その他一切のものをいう。

((差差別別のの禁禁止止))

第4条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを

怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければなら

ない。

3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要と

なる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

((職職業業相相談談等等))

第18条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事する

ことができるようにするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した

職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進

しなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、

これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

((雇雇用用のの促促進進等等))

第19条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇

用その他の施策を講じなければならない。

2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者

の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用

の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要

な施策を講じなければならない。

○○障障害害者者のの雇雇用用のの促促進進等等にに関関すするる法法律律（（抄抄））
((目目的的))

第1条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者

との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業

リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立する

ことを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

((基基本本的的理理念念))

第3条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与え

られるものとする。

第4条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為

な職業人として自立するように努めなければならない。
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って必要となる措置に関する計画の作成

三 前号の計画で定める措置の実施

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

五 前各号の措置の実施状況の開示

((苦苦情情のの自自主主的的解解決決))

第15条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るもの

を除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代

表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等そ

の自主的な解決を図るように努めなければならない。

((報報告告のの徴徴収収並並びびにに助助言言、、指指導導及及びび勧勧告告))

第29条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指

導若しくは勧告をすることができる。

2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任すること

ができる。

((公公表表))

第30条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項(第十一条の三

第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十

三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が

これに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

((罰罰則則))

第33条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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((事事業業主主のの責責務務))

第5条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立し

ようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えると

ともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

((障障害害者者にに対対すするる差差別別のの禁禁止止))

第34条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならな

い。

第35条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であること

を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

（（障障害害者者にに対対すするる差差別別のの禁禁止止にに関関すするる指指針針））

第36条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差

別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。

2 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条

第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。。

((雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる障障害害者者とと障障害害者者ででなないい者者ととのの均均等等なな機機会会のの確確保保等等をを図図るるたためめのの措措置置))

第36条の2 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている

事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措

置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

第36条の3 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の

有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮し

た職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業

主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

第36条の4 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。

2 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

((雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる障障害害者者とと障障害害者者ででなないい者者ととのの均均等等なな機機会会のの確確保保等等にに関関すするる指指針針))

第36条の5 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために

必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。

2 第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

((助助言言、、指指導導及及びび勧勧告告))

第36条の6 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要

があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

（（対対象象障障害害者者のの雇雇用用にに関関すするる事事業業主主のの責責務務））

第37条 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有する

ものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

2 この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精

神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第三節及び第七十九条第一項を除き、以下同じ。）をいう。

((一一般般事事業業主主のの雇雇用用義義務務等等))

第43条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。

次章を除き、以下同じ。）は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働

者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。第46条第1項において「法定雇用障害者数」という。）以上であるようにしなければならない。

2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態に

ある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するに

もかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総

数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

3 第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である

短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、

かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働
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省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

4～6 （略）

7 事業主（その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。）は、毎年一回、厚生労働省令

で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

8～9 （略）

○○障障害害者者のの雇雇用用のの促促進進等等にに関関すするる法法律律施施行行令令（（抄抄））

((障障害害者者雇雇用用率率))

第9条 法第43条第2項に規定する障害者雇用率は、100分の2.3とする。

((法法第第四四十十三三条条第第四四項項及及びび第第四四十十五五条条のの二二第第五五項項のの政政令令でで定定めめるる数数))

第10条 法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第

五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)

の政令で定める数は、二人とする。

○○障障害害者者のの雇雇用用のの促促進進等等にに関関すするる法法律律施施行行規規則則

((対対象象障障害害者者のの雇雇用用にに関関すするる状状況況のの報報告告））

第8条 法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者（法第三十七条第二項に規定する

対象障害者をいう。以下同じ。）の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主た

る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則（平成十三

年厚生労働省令第一号）第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定

所」という。）の長に報告しなければならない。
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((事事業業主主のの責責務務))

第5条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立し

ようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えると

ともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。

((障障害害者者にに対対すするる差差別別のの禁禁止止))

第34条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならな

い。

第35条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であること

を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

（（障障害害者者にに対対すするる差差別別のの禁禁止止にに関関すするる指指針針））

第36条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差

別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。

2 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条

第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。。

((雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる障障害害者者とと障障害害者者ででなないい者者ととのの均均等等なな機機会会のの確確保保等等をを図図るるたためめのの措措置置))

第36条の2 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている

事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措

置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

第36条の3 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の

有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮し

た職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業

主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

第36条の4 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。

2 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

((雇雇用用のの分分野野ににおおけけるる障障害害者者とと障障害害者者ででなないい者者ととのの均均等等なな機機会会のの確確保保等等にに関関すするる指指針針))

第36条の5 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために

必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。

2 第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合におい

て、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

((助助言言、、指指導導及及びび勧勧告告))

第36条の6 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要

があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

（（対対象象障障害害者者のの雇雇用用にに関関すするる事事業業主主のの責責務務））

第37条 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有する

ものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

2 この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精

神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精

神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第三節及び第七十九条第一項を除き、以下同じ。）をいう。

((一一般般事事業業主主のの雇雇用用義義務務等等))

第43条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。

次章を除き、以下同じ。）は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働

者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、

切り捨てる。第46条第1項において「法定雇用障害者数」という。）以上であるようにしなければならない。

2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態に

ある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するに

もかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総

数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

3 第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である

短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、

かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働
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○○外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関ししてて事事業業主主がが適適切切にに対対処処すするるたためめのの指指針針

(平成十九年厚生労働省告示第二百七十六合)

第第一一 趣趣旨旨

この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第

百三十二号）第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について

定めたものである。

第第二二 外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関ししてて必必要要なな措措置置をを講講ずずるるにに当当たたっっててのの基基本本的的考考ええ方方

外国人が我が国で安心して就労し、企業や地域社会の一員として活躍するためには、事業主による関係法令の遵守や適切な

待遇の確保、日本人との相互理解等を通じた魅力ある職場環境の整備、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の適切な支援

等が重要となる。

また、労働者の国籍にかかわらず、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）、労働組合法（昭和二十四

年法律第百七十四号）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号。

以下「男女雇用機会均等法」という。）、健康保険法（大正十一年法律第七十号）、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十

五号）等の労働関係法令及び社会保険関係法令は適用されるものであり、事業主は、外国人労働者についても、これらを遵守

するとともに、その在留資格の範囲内で、適正な労働条件及び安全衛生の確保や、雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険

及び厚生年金保険（以下「労働・社会保険」という。）の適用、人事管理の運用の透明性及び公正性の確保や生活支援等を通

じ、その有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講

ずるべきである。

第第三三 外外国国人人労労働働者者のの定定義義

この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者

を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。

なお、「外国人労働者」には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八

十九号）第二条第一項に規定する技能実習生（以下「技能実習生」という。）も含まれるものである。

第第四四 外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関ししてて事事業業主主がが講講ずずべべきき必必要要なな措措置置

一一 外外国国人人労労働働者者のの募募集集及及びび採採用用のの適適正正化化

１ 募集

イ 募集を行う際の労働条件の明示

事業主は、労働者を募集するに当たっては、募集に応じて労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が従事す

べき業務の内容、労働契約の期間、就業の場所、労働時間や休日、賃金、労働・社会保険の適用に関する事項等（ロに

おいて「明示事項」という。）について、その内容を明らかにした書面の交付により、明示すること。ただし、当該外国

人が希望する場合においては、ファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して

情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する

電気通信をいい、以下「電子メール等」という。）の送信の方法（当該外国人が当該電子メール等の記録を出力すること

により書面を作成することができるものに限る。）により明示することも可能であることに留意すること。その際、母国

語その他の当該外国人が使用する言語又は平易な日本語（以下「母国語等」という。）を用いる等、当該外国人が理解で

きる方法により明示するよう努めること。特に、募集に応じて労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合

にあっては、入国後に、募集条件に係る相互の理解の
そ ご

齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主

による渡航又は帰国に要する旅費その他の費用の負担の有無や負担割合、住居の確保等の募集条件の詳細について、あ

らかじめ明確にするよう努めること。

ロ 職業紹介事業者等の利用
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事業主は、外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法等の定めるところにより、無料の職業紹介事業を

行う地方公共団体又は職業紹介事業の許可を受けている者若しくは届出を行っている者（以下このロにおいて「職業紹

介事業者等」という。）から受け、外国人労働者と違約金若しくは保証金の徴収等に係る契約を結ぶ等同法に違反する者

又は労働者派遣法に違反する者からは受けないこと。また、国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、

外国人労働者と違約金又は保証金の徴収等に係る契約を結ぶ者を取次機関として利用する職業紹介事業者等からあっせ

んを受けないこと。特に、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能

（以下「特定技能」という。）の在留資格を取得しようとする者のあっせんを受ける事業主においては、同法第十九条の

十八第一項に規定する特定技能所属機関（以下「特定技能所属機関」という。）の基準として、当該職業紹介事業者等か

らあっせんを受けてはならないこととされていることに留意すること。

また、事業主は、求人の申込みに当たり、職業紹介事業者等に対し、明示事項について、その内容を明らかにした書

面の交付又は当該職業紹介事業者等が希望する場合におけるファクシミリを利用してする送信若しくは電子メール等の

送信の方法（当該職業紹介事業者等が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるもの

に限る。）により、明示すること。

なお、職業紹介事業者等が職業紹介を行うに当たり、国籍を理由とした差別的取扱いをすることは、職業安定法上禁

止されているところであるが、事業主においても、職業紹介事業者等に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による

条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること。

ハ 労働条件の変更等の明示

事業主は、募集に応じて労働者になろうとする外国人と労働契約を締結しようとする場合であって、募集するに当た

って当該外国人に対して明示した事項を変更、特定等する場合は、明示した事項と変更内容等とを対照することができ

る書面を交付する等、適切な方法により明示すること。その際、母国語等を用いる等、当該外国人が変更内容等を理解

できる方法により明示するよう努めること。

２ 採用

事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、第五に定める方法等を通じ、あらかじめ、当該外国人が、採用後

に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事すること

が認められない者については、採用してはならないこと。

事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、

公平な採用選考に努めること。特に、永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に

制限がないことに留意すること。

二二 適適正正なな労労働働条条件件のの確確保保

１ 均等待遇

事業主は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない

こと。

２ 労働条件の明示

イ 書面の交付等

事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、その内容を明らか

にした書面を交付すること。ただし、当該外国人労働者が希望する場合においては、ファクシミリを利用してする送信

又は電子メール等の送信の方法（当該外国人労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成するこ

とができるものに限る。）により明示することも可能であることに留意すること。その際、モデル労働条件通知書やモデ

ル就業規則を活用する、母国語等を用いて説明する等、当該外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努める

こと。

ロ 賃金に関する説明

事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項とし

て税金、雇用保険及び社会保険の保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても、母国語等を用いる等、

外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めること。

３ 賃金の支払い

事業主は、外国人労働者に対し、最低賃金法等の定めるところにより最低賃金額以上の賃金を支払うことはもとより、

基本給、割増賃金等の賃金について、法令で別段の定めがある場合又は労使協定が締結されている場合を除き、全額を支

払うこと。また、労使協定に基づき食費、居住費等を賃金から控除する場合等については、その額について、実費を勘案

し、不当な額とならないようにすること。

また、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならず、労働契約に付随することな

く、外国人労働者の希望する貯蓄金をその委託を受けて管理する場合であっても、労使協定の締結及び届出等が必要であ
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○○外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関ししてて事事業業主主がが適適切切にに対対処処すするるたためめのの指指針針

(平成十九年厚生労働省告示第二百七十六合)

第第一一 趣趣旨旨

この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第

百三十二号）第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について

定めたものである。

第第二二 外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関ししてて必必要要なな措措置置をを講講ずずるるにに当当たたっっててのの基基本本的的考考ええ方方

外国人が我が国で安心して就労し、企業や地域社会の一員として活躍するためには、事業主による関係法令の遵守や適切な

待遇の確保、日本人との相互理解等を通じた魅力ある職場環境の整備、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の適切な支援

等が重要となる。

また、労働者の国籍にかかわらず、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭

和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、

労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、労働契約法（平成十九年法律第百二十八号）、労働組合法（昭和二十四

年法律第百七十四号）、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号。

以下「男女雇用機会均等法」という。）、健康保険法（大正十一年法律第七十号）、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十

五号）等の労働関係法令及び社会保険関係法令は適用されるものであり、事業主は、外国人労働者についても、これらを遵守

するとともに、その在留資格の範囲内で、適正な労働条件及び安全衛生の確保や、雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険

及び厚生年金保険（以下「労働・社会保険」という。）の適用、人事管理の運用の透明性及び公正性の確保や生活支援等を通

じ、その有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講

ずるべきである。

第第三三 外外国国人人労労働働者者のの定定義義

この指針において「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者

を除くものとする。また、「外国人労働者」とは、外国人の労働者をいうものとする。

なお、「外国人労働者」には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八

十九号）第二条第一項に規定する技能実習生（以下「技能実習生」という。）も含まれるものである。

第第四四 外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用管管理理のの改改善善等等にに関関ししてて事事業業主主がが講講ずずべべきき必必要要なな措措置置

一一 外外国国人人労労働働者者のの募募集集及及びび採採用用のの適適正正化化

１ 募集

イ 募集を行う際の労働条件の明示

事業主は、労働者を募集するに当たっては、募集に応じて労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が従事す

べき業務の内容、労働契約の期間、就業の場所、労働時間や休日、賃金、労働・社会保険の適用に関する事項等（ロに

おいて「明示事項」という。）について、その内容を明らかにした書面の交付により、明示すること。ただし、当該外国

人が希望する場合においては、ファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して

情報を伝達するために用いられる電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する

電気通信をいい、以下「電子メール等」という。）の送信の方法（当該外国人が当該電子メール等の記録を出力すること

により書面を作成することができるものに限る。）により明示することも可能であることに留意すること。その際、母国

語その他の当該外国人が使用する言語又は平易な日本語（以下「母国語等」という。）を用いる等、当該外国人が理解で

きる方法により明示するよう努めること。特に、募集に応じて労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合

にあっては、入国後に、募集条件に係る相互の理解の
そ ご

齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主

による渡航又は帰国に要する旅費その他の費用の負担の有無や負担割合、住居の確保等の募集条件の詳細について、あ

らかじめ明確にするよう努めること。

ロ 職業紹介事業者等の利用
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ることに留意すること。

４ 適正な労働時間等の管理

事業主は、法定労働時間及び時間外・休日労働の上限規制の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うと

ともに、時間外・休日労働の削減に努めること。また、労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録等

の客観的な方法その他の適切な方法によるものとすること。

あわせて、事業主は、労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えること。労働者ごとにその時季を定め

ることにより年次有給休暇を与える際には、その時季について外国人労働者の意見を聴くとともに、聴取した意見を尊重

するよう努めること。

５ 労働基準法等の周知

事業主は、労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労使協定等について周知すること。その際には、

分かりやすい説明書や行政機関が作成している多言語対応の広報資料等を用いる、母国語等を用いて説明する等、外国人

労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

６ 労働者名簿等の調製

事業主は、労働基準法等の定めるところにより労働者名簿、賃金台帳及び年次有給休暇管理簿を調製すること。その際

には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。

７ 金品の返還等

事業主は、外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、

労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内

に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。

８ 寄宿舎

事業の附属寄宿舎に外国人労働者を寄宿させる事業主は、労働基準法等の定めるところにより、寄宿舎について換気、

採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要

な措置を講ずること。

９ 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保

三三 安安全全衛衛生生のの確確保保

１ 安全衛生教育の実施

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、母国語

等を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働

者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。

２ 労働災害防止のための日本語教育等の実施

事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基

本的な合図等を習得させるよう努めること。

３ 労働災害防止に関する標識、掲示等

事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者が

その内容を理解できる方法により行うよう努めること。

４ 健康診断の実施等

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断、面接指導及び心理的な負担の程度

を把握するための検査を実施すること。実施に当たっては、これらの目的・内容を、母国語等を用いる等、当該外国人労

働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対しこれらの結果に基づく事後措置を実施

するときは、その結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努める

こと。

５ 健康指導及び健康相談の実施

事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。

６ 母性保護等に関する措置の実施

事業主は、女性である外国人労働者に対し、労働基準法、男女雇用機会均等法等の定めるところにより、産前及び産後

休業、妊娠中の外国人労働者が請求した際の軽易な業務への転換、妊産婦である外国人労働者が請求した場合の時間外労

働等の制限、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置等、必要な措置を講ずること。

７ 労働安全衛生法等の周知

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより、その内容について周知すること。その際には、分かりやすい説明

書を用いる、母国語等を用いて説明する等、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

四四 労労働働・・社社会会保保険険のの適適用用等等
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１ 制度の周知及び必要な手続の履行等

事業主は、外国人労働者に対し、労働・社会保険に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時

に行政機関が作成している多言語対応の広報資料等を活用する、母国語等を用いて説明する等、外国人労働者が理解でき

る方法により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労

働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

さらに、健康保険及び厚生年金保険の適用となる事業所の事業主は、外国人労働者が離職したときは、遅滞なく被保険

者証を回収するとともに、国民健康保険又は国民年金の適用の手続が必要になる場合にあっては、その旨を教示するよう

努めること。

健康保険及び厚生年金保険の適用とならない事業所の事業主は、外国人労働者及びその家族が適切に国民健康保険及び

国民年金の適用の手続が行えるよう、母国語等での手続の説明や市区町村等の相談窓口の案内、必要に応じた同行等の必

要な援助を行うよう努めること。

なお、個人経営で農業を営み、常時五人未満の労働者を使用している事業所等、労働保険の適用が任意の事業所におい

ては、事業主は外国人労働者を含む労働者の希望等に応じ、労働保険の加入の申請を行うこと。

２ 保険給付の請求等についての援助

イ 雇用保険

事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続

を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うよう努めること。

ロ 労働者災害補償保険

事業主は、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労働者災害補償保険の給付の請求その他の手続に関

し、外国人労働者やその家族等からの相談に応ずること。加えて、外国人労働者やその家族等が自ら手続を行うことが

困難な場合等には、その手続を行うことができるよう必要な援助を行うよう努めること。

ハ 健康保険

事業主は、外国人労働者が病気、負傷等（労働災害によるものを除く。）のため就業することができない場合には、健

康保険において傷病手当金が支給され得ることについて、当該外国人労働者に教示するよう努めること。

ニ 公的年金

事業主は、外国人労働者が国民年金又は厚生年金保険（以下このニにおいて「公的年金」という。）の被保険者期間中

に初診日のある傷病によって障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、障害年金が支給され得ることにつ

いて、当該外国人労働者に教示するよう努めること。また、公的年金の被保険者期間が一定期間以上の外国人労働者が

帰国する場合、帰国後、被保険者期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、年金事

務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。なお、説明の際には、次に掲げる事項を踏まえつつ、請求を検討

すべきであることを教示するよう努めること。

（１） 脱退一時金を受給した場合、その支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、

被保険者でなかったものとみなされるため、受給資格期間が十年であることを踏まえた将来的な老齢年金の受給

の可能性に留意すべきであること。

（２） 公的年金を受給することができる年齢に達した際に社会保障協定（被保険者期間の通算規定を有するものに限

る。）の相手国の年金制度に加入していた期間がある外国人労働者は、当該期間と公的年金の被保険者期間等を通

算することにより、公的年金を受け取ることができる場合があること。

五五 適適切切なな人人事事管管理理、、教教育育訓訓練練、、福福利利厚厚生生等等

１ 適切な人事管理

事業主は、その雇用する外国人労働者が円滑に職場に適応できるよう、社内規程その他文書の多言語化等、職場におけ

る円滑なコミュニケーションの前提となる環境の整備に努めること。また、当該職場での評価や待遇に納得しつつ就労す

ることができるよう、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、評価・賃金決定、配置等の人事管理に関する運

用の透明性・公正性の確保等、多様な人材が適切な待遇の下で能力発揮しやすい環境の整備に努めること。その際、公共

職業安定所の行う雇用管理に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応すること。

２ 生活支援

事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習

慣、文化、風習、雇用慣行等について理解を深めるための支援を行うとともに、外国人労働者が地域社会における行事や

活動に参加する機会を設けるように努めること。また、事業主は、居住地周辺の行政機関、医療機関、金融機関等に関す

る各種情報の提供や同行等、外国人労働者が、居住地域において安心して日常生活又は社会生活を営むために必要な支援

を行うよう努めること。

３ 苦情・相談体制の整備
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ることに留意すること。

４ 適正な労働時間等の管理

事業主は、法定労働時間及び時間外・休日労働の上限規制の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うと

ともに、時間外・休日労働の削減に努めること。また、労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録等

の客観的な方法その他の適切な方法によるものとすること。

あわせて、事業主は、労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えること。労働者ごとにその時季を定め

ることにより年次有給休暇を与える際には、その時季について外国人労働者の意見を聴くとともに、聴取した意見を尊重

するよう努めること。

５ 労働基準法等の周知

事業主は、労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労使協定等について周知すること。その際には、

分かりやすい説明書や行政機関が作成している多言語対応の広報資料等を用いる、母国語等を用いて説明する等、外国人

労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

６ 労働者名簿等の調製

事業主は、労働基準法等の定めるところにより労働者名簿、賃金台帳及び年次有給休暇管理簿を調製すること。その際

には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めること。

７ 金品の返還等

事業主は、外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、

労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内

に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。

８ 寄宿舎

事業の附属寄宿舎に外国人労働者を寄宿させる事業主は、労働基準法等の定めるところにより、寄宿舎について換気、

採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要

な措置を講ずること。

９ 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保

三三 安安全全衛衛生生のの確確保保

１ 安全衛生教育の実施

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、母国語

等を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、外国人労働

者に使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。

２ 労働災害防止のための日本語教育等の実施

事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基

本的な合図等を習得させるよう努めること。

３ 労働災害防止に関する標識、掲示等

事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者が

その内容を理解できる方法により行うよう努めること。

４ 健康診断の実施等

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断、面接指導及び心理的な負担の程度

を把握するための検査を実施すること。実施に当たっては、これらの目的・内容を、母国語等を用いる等、当該外国人労

働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対しこれらの結果に基づく事後措置を実施

するときは、その結果並びに事後措置の必要性及び内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努める

こと。

５ 健康指導及び健康相談の実施

事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導及び健康相談を行うよう努めること。

６ 母性保護等に関する措置の実施

事業主は、女性である外国人労働者に対し、労働基準法、男女雇用機会均等法等の定めるところにより、産前及び産後

休業、妊娠中の外国人労働者が請求した際の軽易な業務への転換、妊産婦である外国人労働者が請求した場合の時間外労

働等の制限、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置等、必要な措置を講ずること。

７ 労働安全衛生法等の周知

事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより、その内容について周知すること。その際には、分かりやすい説明

書を用いる、母国語等を用いて説明する等、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。

四四 労労働働・・社社会会保保険険のの適適用用等等
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事業主は、外国人労働者の苦情や相談を受け付ける窓口の設置等、体制を整備し、日本における生活上又は職業上の苦

情・相談等に対応するよう努めるとともに、必要に応じ、地方公共団体が情報提供及び相談を行う一元的な窓口等、行政

機関の設ける相談窓口についても教示するよう努めること。

４ 教育訓練の実施等

事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓

練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努

めること。

５ 福利厚生施設

事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、

レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。

６ 帰国及び在留資格の変更等の援助

イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了し、在留資格の更新がなされない場合には、当該外国人労

働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うよう努めること。

また、その雇用する外国人労働者が帰国する際、病気等やむを得ない理由により帰国に要する旅費を支弁できない

場合には、当該旅費を負担するよう努めること。特に、特定技能の在留資格をもって在留する者については、出入国

管理及び難民認定法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約（以下「特定技能雇用契約」という。）の基準とし

て、当該外国人労働者が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該旅費

を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされていることに留意する

こと。また、技能実習生については、帰国事由が自己都合による場合も含め、監理団体（企業単独型技能実習の場合

は事業主）が帰国に要する旅費を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずるこ

ととされていることに留意すること。

ロ 事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手

続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。

ハ 事業主は、外国人労働者が一時帰国を希望する場合には、休暇の取得への配慮その他必要な援助を行うよう努める

こと。特に、特定技能の在留資格をもって在留する者については、特定技能雇用契約の基準として、当該外国人労働

者が一時帰国を希望した場合には、必要な休暇を取得させることとされていることに留意すること。

７ 外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮

事業主は、外国人労働者を受け入れるに当たっては、日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解

しつつ共に就労できるよう努めること。

六六 解解雇雇等等のの予予防防及及びび再再就就職職のの援援助助

１ 解雇

事業主は、事業規模の縮小等を理由として解雇を行う場合であっても、労働契約法において、客観的に合理的な理由を

欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされていること及び期間の定

めのある労働契約（２において「有期労働契約」という。）については、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契

約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないとされていることに留意し、外国人労働者に対し

て安易な解雇を行わないようにすること。

２ 雇止め

事業主は、有期労働契約の更新を拒絶すること（以下「雇止め」という。）は、労働契約法において、労働者が有期労働

契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる

場合等であって、当該雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないときは、認められないこととされて

いることに留意し、外国人労働者に対して、安易な雇止めを行わないようにすること。

３ 再就職の援助

事業主は、外国人労働者が解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他事業主の都合により離職する場

合において、当該外国人労働者が再就職を希望するときは、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、

求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うよう努めること。そ

の際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に

対応すること。

４ 解雇制限

事業主は、外国人労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間等、労働基

準法の定めるところにより解雇が禁止されている期間があることに留意すること。

５ 妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等
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事業主は、女性である外国人労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはなら

ないこと。また、妊娠、出産等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

七七 労労働働者者派派遣遣又又はは請請負負をを行行うう事事業業主主にに係係るる留留意意事事項項

１ 労働者派遣

労働者派遣の形態で外国人労働者を就業させる事業主にあっては、当該外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場

所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労

働者に明示する、派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、雇用保険及び社会保険の加入の有無を通知する等、労働者

派遣法等の定めるところに従い、適正な事業運営を行うこと。また、派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者

からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けないこと。

２ 請負

請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、

職業安定法及び労働者派遣法を遵守すること。具体的には、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事

業主の事業所内である場合には、当該注文主が当該外国人労働者の使用者であるとの誤解を招くことがないよう、当該事

業所内で業務の処理の進行管理を行うこと。また、その就業場所において適切に雇用管理がなされるよう、当該事業所内

で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活支援等の職務を行わせること。

さらに、請負を行う事業主は、外国人労働者の希望により、労働契約の期間をできる限り長期のものとし、労働契約の

期間中に業務に従事させることができない期間が生じた場合にも教育訓練を実施する等により労働契約を継続する等、安

定的な雇用の確保に努めること。

第第五五 外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用状状況況のの届届出出

事業主は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定

に基づき、新たに外国人労働者を雇い入れた場合又はその雇用する外国人労働者が離職した場合には、当該外国人労働者の氏

名、在留資格、在留期間等の一に掲げる事項について、二に掲げる方法により確認し、三に掲げる方法及び期限に従って、当

該事項を当該事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。なお、確認に当たっての留意事項は、

四のとおりとすること。

一一 確確認認しし、、届届けけ出出るるべべきき事事項項

イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について

氏名、在留資格（資格外活動の許可を受けて就労する者を雇い入れる場合にあっては当該許可の有無、特定技能の在

留資格をもって在留する者を雇い入れる場合又は特定技能の在留資格をもって在留する者が離職した場合にあっては法

務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野（出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下

欄第一号に規定する特定産業分野をいう。二のハにおいて同じ。）、特定活動の在留資格をもって在留する者を雇い入れ

る場合又は特定活動の在留資格をもって在留する者が離職した場合にあっては法務大臣が当該外国人について特に指定

する活動を含む。ロにおいて同じ。）、在留期間、生年月日、性別、国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第二

条第五号ロに規定する地域（以下「国籍・地域」という。）のほか、職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届

又は雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者について

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号

二二 確確認認のの方方法法

イ ロからニまでに該当する者以外の外国人労働者について

当該外国人労働者の在留カード（在留カードを所持しない者にあっては旅券又は在留資格証明書）の提示を求め、届

け出るべき事項を確認する方法

ロ 資格外活動の許可を受けて就労する者について

当該外国人労働者の在留カード（在留カードを所持しない者にあっては、旅券又は在留資格証明書（当該外国人労働

者が資格外活動の許可を受けている旨が記載されていない場合には、資格外活動許可書又は就労資格証明書を含む。））

の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

ハ 特定技能の在留資格をもって在留する者について

当該外国人労働者の在留カード及び特定産業分野を記載した指定書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

ニ 特定活動の在留資格をもって在留する者について

当該外国人労働者の在留カード（在留カードを所持しない者にあっては、旅券又は在留資格証明書）及び法務大臣が

当該外国人について特に指定する活動を記載した指定書の提示を求め、届け出るべき事項を確認する方法

三三 届届出出のの方方法法・・期期限限
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事業主は、外国人労働者の苦情や相談を受け付ける窓口の設置等、体制を整備し、日本における生活上又は職業上の苦

情・相談等に対応するよう努めるとともに、必要に応じ、地方公共団体が情報提供及び相談を行う一元的な窓口等、行政

機関の設ける相談窓口についても教示するよう努めること。

４ 教育訓練の実施等

事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓

練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努

めること。

５ 福利厚生施設

事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、

レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めること。

６ 帰国及び在留資格の変更等の援助

イ 事業主は、その雇用する外国人労働者の在留期間が満了し、在留資格の更新がなされない場合には、当該外国人労

働者の雇用関係を終了し、帰国のための諸手続の相談その他必要な援助を行うよう努めること。

また、その雇用する外国人労働者が帰国する際、病気等やむを得ない理由により帰国に要する旅費を支弁できない

場合には、当該旅費を負担するよう努めること。特に、特定技能の在留資格をもって在留する者については、出入国

管理及び難民認定法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約（以下「特定技能雇用契約」という。）の基準とし

て、当該外国人労働者が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、当該旅費

を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされていることに留意する

こと。また、技能実習生については、帰国事由が自己都合による場合も含め、監理団体（企業単独型技能実習の場合

は事業主）が帰国に要する旅費を負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずるこ

ととされていることに留意すること。

ロ 事業主は、外国人労働者が在留資格を変更しようとするとき又は在留期間の更新を受けようとするときは、その手

続を行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めること。

ハ 事業主は、外国人労働者が一時帰国を希望する場合には、休暇の取得への配慮その他必要な援助を行うよう努める

こと。特に、特定技能の在留資格をもって在留する者については、特定技能雇用契約の基準として、当該外国人労働

者が一時帰国を希望した場合には、必要な休暇を取得させることとされていることに留意すること。

７ 外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮

事業主は、外国人労働者を受け入れるに当たっては、日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解

しつつ共に就労できるよう努めること。

六六 解解雇雇等等のの予予防防及及びび再再就就職職のの援援助助

１ 解雇

事業主は、事業規模の縮小等を理由として解雇を行う場合であっても、労働契約法において、客観的に合理的な理由を

欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされていること及び期間の定

めのある労働契約（２において「有期労働契約」という。）については、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契

約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないとされていることに留意し、外国人労働者に対し

て安易な解雇を行わないようにすること。

２ 雇止め

事業主は、有期労働契約の更新を拒絶すること（以下「雇止め」という。）は、労働契約法において、労働者が有期労働

契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる

場合等であって、当該雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないときは、認められないこととされて

いることに留意し、外国人労働者に対して、安易な雇止めを行わないようにすること。

３ 再就職の援助

事業主は、外国人労働者が解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他事業主の都合により離職する場

合において、当該外国人労働者が再就職を希望するときは、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、

求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うよう努めること。そ

の際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に

対応すること。

４ 解雇制限

事業主は、外国人労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間等、労働基

準法の定めるところにより解雇が禁止されている期間があることに留意すること。

５ 妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等
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イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について

雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令

第三号）第六条第一項の届出と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日か

ら起算して十日以内に、同令第七条第一項の届出と併せて、必要事項を届け出ること。

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者について

雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、労働施策の総合

的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則（昭和四十一年労働省令第二十三号）

様式第三号（以下「様式第三号」という。）に必要事項を記載の上、届け出ること。

四四 確確認認にに当当たたっっててのの留留意意事事項項

事業主は、雇い入れようとする者について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に

係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を

伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、

例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人である

と判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のない

ものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。

第第六六 外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用労労務務責責任任者者のの選選任任

事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を

雇用労務責任者（外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。）として選任すること。

第第七七 外外国国人人労労働働者者のの在在留留資資格格にに応応じじてて講講ずずべべきき必必要要なな措措置置

一一 特特定定技技能能のの在在留留資資格格ををももっってて在在留留すするる者者にに関関すするる事事項項

特定技能の在留資格をもって在留する者については、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、

出入国管理及び難民認定法の規定に基づく特定技能雇用契約の基準及び特定技能所属機関の基準に留意するとともに、同法

第二条の五第六項に規定する一号特定技能外国人支援（以下この一において「一号特定技能外国人支援」という。）及び必

要な届出等を適切に実施すること。また、一号特定技能外国人支援には、社会保険その他外国人労働者が行わなければなら

ない各種行政手続についての情報提供や相談窓口の案内、必要に応じた相談窓口への同行等の支援、生活のための日本語習

得の支援、医療機関に関する情報の提供、苦情・相談への対応、外国人労働者と日本人との交流の促進に係る支援が含まれ

ることに留意すること。

二二 技技能能実実習習生生にに関関すするる事事項項

技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとす

るほか、事業主は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針（平成二十九年法務省・厚生労働省告示

第一号）に規定する技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項等の内容に留意し、技能実

習生に対し実効ある技能等の修得が図られるように取り組むこと。

三三 留留学学生生にに関関すするる事事項項

留学生については、事業主は、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外すること

のないようにするとともに、企業の活性化・国際化を図るためには、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留

学生の採用も効果的であることに留意すること。あわせて、採用する際には、当該留学生が在留資格の変更の許可を受ける

必要があることに留意するとともに、審査に要する期間を考慮して採用活動を行うよう努めること。また、留学生を採用す

るに際しては、インターンシップ・職場体験の機会を提供することが効果的であるが、その実施に当たっては、企業等に対

する理解の促進や職業意識の形成支援等の趣旨を損なわないようにすること。

留学生をアルバイト等で雇用する場合には、資格外活動許可が必要であり、資格外活動は原則として週二十八時間以内に

制限されていることに留意すること。

四四 そそのの他他

その他の在留資格については、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、出入国管理及び難民

認定法等の定めるところにより、外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置を適切に実施すること。

第第八八 職職業業安安定定機機関関、、労労働働基基準準監監督督機機関関そそのの他他関関係係行行政政機機関関のの援援助助とと協協力力

事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を

実施すること。
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イ 雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について

雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令

第三号）第六条第一項の届出と併せて、必要事項を届け出ることとし、離職に係る届出にあっては離職した日の翌日か

ら起算して十日以内に、同令第七条第一項の届出と併せて、必要事項を届け出ること。

ロ 雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者について

雇入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇入れ又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、労働施策の総合

的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則（昭和四十一年労働省令第二十三号）

様式第三号（以下「様式第三号」という。）に必要事項を記載の上、届け出ること。

四四 確確認認にに当当たたっっててのの留留意意事事項項

事業主は、雇い入れようとする者について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に

係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を

伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、

例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人である

と判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のない

ものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。

第第六六 外外国国人人労労働働者者のの雇雇用用労労務務責責任任者者のの選選任任

事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を

雇用労務責任者（外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。）として選任すること。

第第七七 外外国国人人労労働働者者のの在在留留資資格格にに応応じじてて講講ずずべべきき必必要要なな措措置置

一一 特特定定技技能能のの在在留留資資格格ををももっってて在在留留すするる者者にに関関すするる事事項項

特定技能の在留資格をもって在留する者については、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、

出入国管理及び難民認定法の規定に基づく特定技能雇用契約の基準及び特定技能所属機関の基準に留意するとともに、同法

第二条の五第六項に規定する一号特定技能外国人支援（以下この一において「一号特定技能外国人支援」という。）及び必

要な届出等を適切に実施すること。また、一号特定技能外国人支援には、社会保険その他外国人労働者が行わなければなら

ない各種行政手続についての情報提供や相談窓口の案内、必要に応じた相談窓口への同行等の支援、生活のための日本語習

得の支援、医療機関に関する情報の提供、苦情・相談への対応、外国人労働者と日本人との交流の促進に係る支援が含まれ

ることに留意すること。

二二 技技能能実実習習生生にに関関すするる事事項項

技能実習生については、外国人労働者に含まれるものであることから、第四から第六までに掲げるところによるものとす

るほか、事業主は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針（平成二十九年法務省・厚生労働省告示

第一号）に規定する技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項等の内容に留意し、技能実

習生に対し実効ある技能等の修得が図られるように取り組むこと。

三三 留留学学生生にに関関すするる事事項項

留学生については、事業主は、新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外すること

のないようにするとともに、企業の活性化・国際化を図るためには、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留

学生の採用も効果的であることに留意すること。あわせて、採用する際には、当該留学生が在留資格の変更の許可を受ける

必要があることに留意するとともに、審査に要する期間を考慮して採用活動を行うよう努めること。また、留学生を採用す

るに際しては、インターンシップ・職場体験の機会を提供することが効果的であるが、その実施に当たっては、企業等に対

する理解の促進や職業意識の形成支援等の趣旨を損なわないようにすること。

留学生をアルバイト等で雇用する場合には、資格外活動許可が必要であり、資格外活動は原則として週二十八時間以内に

制限されていることに留意すること。

四四 そそのの他他

その他の在留資格については、第四から第六までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、出入国管理及び難民

認定法等の定めるところにより、外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必要な措置を適切に実施すること。

第第八八 職職業業安安定定機機関関、、労労働働基基準準監監督督機機関関そそのの他他関関係係行行政政機機関関のの援援助助とと協協力力

事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を

実施すること。

- 151 -

○○青青少少年年のの雇雇用用機機会会のの確確保保及及びび職職場場へへのの定定着着にに関関ししてて事事業業主主、、特特定定地地方方公公共共団団体体、、職職業業紹紹介介事事業業者者等等

そそのの他他のの関関係係者者がが適適切切にに対対処処すするるたためめのの指指針針

(平成27年厚生労働省告示第406号)

（最終改正 令和４年厚生労働省告示第304号)

第第一一 趣趣旨旨

この指針は、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第六条に定める事項についての必要な措

置に関し、事業主、特定地方公共団体(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体

をいう。以下同じ。)、職業紹介事業者等(法第四条第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)その他の関係者が

適切に対処することができるよう、我が国の雇用慣行、近年における青少年の雇用失業情勢等を考慮して、これらの者が講ず

べき措置について定めたものである。

なお、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、経済団体、学校及び行政機関によ

る就職に関する申合せ等がある場合には、それに留意すること。

第第二二 事事業業主主等等がが青青少少年年のの募募集集及及びび採採用用にに当当たたっってて講講ずずべべきき措措置置

一一 労労働働関関係係法法令令等等のの遵遵守守

事業主、青少年の募集を行う者、募集受託者(職業安定法第三十九条に規定する募集受託者をいう。(一) 及び第四の三(三)

において同じ。)及び求人者は、青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるようにするためには、労働条件

等が的確に示されることが重要であることに鑑み、次に掲げる労働条件等の明示等に関する事項を遵守すること。

(一) 募集に当たって遵守すべき事項

イ 青少年の募集を行う者及び募集受託者は職業安定法第五条の三第一項の規定に基づき、募集に応じて労働者になろう

とする青少年に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」と

いう。)を可能な限り速やかに明示しなければならないこと。

ロ 求人者は、青少年を対象とした求人の申込みに当たり、公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(職業

安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)に対し、同法第五条の三第二項の規定に基づき、従

事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。

ハ 青少年の募集を行う者、募集受託者及び求人者(以下この(一)において「募集者等」という。)は、イ又はロにより従

事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによらなければならないこと。

(イ) 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。

(ロ) 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日等について明示

すること。また、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項の規定により同項第二号に掲げ

る時間労働したものとみなす場合又は同法第三十八条の四第一項の規定により同項第三号に掲げる時間労働した

ものとみなす場合は、その旨を明示すること。また、同法第四十一条の二第一項の同意をした場合に、同項の規定

により労働する労働者として業務に従事することとなるときは、その旨を明示すること。

(ハ) 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に

関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を

定額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の

時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下この(ハ)及びレ(ハ)において「固定

残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下この(ハ)において「固

定残業時間」という。)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間

を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。

(ニ) 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使用期間の性質を有するものであって

も、当該試みの使用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試みの使用期間に係る従事すべき業務

の内容等を明示すること。

ニ 募集者等は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによるべきである

こと。

(イ) 原則として、求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年(以下この(一)において「求職者等」という。)

と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示すること。なお、ハ(ロ)中段及び後段並びにハ(ハ)後

段に係る内容の明示については、特に留意すること。

(ロ) 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明示するこ
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と。

ホ 募集者等は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。

(イ) 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能な限り限定する

こと。

(ロ) 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。

(ハ) 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることとなる可能性がある

場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明示した内容と異なることとなった場

合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。

ヘ 求人者及び青少年の募集を行う者(以下この(一)において「求人者等」という。)は、職業安定法第五条の三第三項の

規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年(ト及びチにおいて「紹介求

職者等」という。)と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示され

た従事すべき業務の内容等(以下この(一)において「第一項明示」という。)を変更し、特定し、削除し、又は第一項明

示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする青少年に対し、当該変更

し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等(トにおいて「変更内容等」という。)を明示しなければな

らないこと。

ト 求人者等は、ヘの明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができるよう、適切な

明示方法をとらなければならないこと。その際、(イ)の方法によることが望ましいものであるが、(ロ)などの方法によ

ることも可能であること。

(イ) 第一項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。

(ロ) 労働基準法第十五条第一項の規定に基づき交付される書面(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三

号)第五条第四項第一号の規定に基づき送信されるファクシミリの記録又は同項第二号の規定に基づき送信される

電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の記録を含む。)にお

いて、変更内容等に下線を引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第一項明示の一部の事

項を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。

チ 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働契約を締結す

るかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかにヘの明示を行うこと。また、ヘの明示を

受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容

等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。

リ 第一項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、第一項明示を安易に変

更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはならないこと。

ヌ 学校卒業見込者等(法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)については、特に配慮が必要

であることから、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること(ニ

(ロ)により、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合において、当該別途明示するこ

ととされた事項を追加することを除く。)は不適切であること。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金

を支払う旨を約し、又は通知するまでに、職業安定法第五条の三第一項及びヘの明示が書面により行われるべきである

こと。

ル 職業安定法第五条の三第一項の規定に基づく明示が同法の規定に抵触するものであった場合、ヘの明示を行ったとし

ても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。

ヲ 求人者等は、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加した場合は、

求人票等の内容を検証し、修正等を行うべきであること。

ワ イ又はロ及びヘにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、職業安定法第五条の三第四項の規定により、

次に掲げる事項(ただし、(リ)に掲げる事項にあっては、青少年を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下このワ

において同じ。)として雇用しようとする者に限る。)については、書面の交付等により行わなければならないこと。

(イ) 青少年が従事すべき業務の内容に関する事項

(ロ) 労働契約の期間に関する事項

(ハ) 試みの使用期間に関する事項

(ニ) 就業の場所に関する事項

(ホ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

(ヘ) 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能率手当を除く。)の額に関する事項

(ト) 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項
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と。

ホ 募集者等は、イ又はロにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。

(イ) 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等を可能な限り限定する

こと。

(ロ) 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。

(ハ) 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なることとなる可能性がある

場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等が既に明示した内容と異なることとなった場

合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。

ヘ 求人者及び青少年の募集を行う者(以下この(一)において「求人者等」という。)は、職業安定法第五条の三第三項の

規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者又は募集に応じて労働者になろうとする青少年(ト及びチにおいて「紹介求

職者等」という。)と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条第一項の規定により明示され

た従事すべき業務の内容等(以下この(一)において「第一項明示」という。)を変更し、特定し、削除し、又は第一項明

示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする青少年に対し、当該変更

し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等(トにおいて「変更内容等」という。)を明示しなければな

らないこと。

ト 求人者等は、ヘの明示を行うに当たっては、紹介求職者等が変更内容等を十分に理解することができるよう、適切な

明示方法をとらなければならないこと。その際、(イ)の方法によることが望ましいものであるが、(ロ)などの方法によ

ることも可能であること。

(イ) 第一項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。

(ロ) 労働基準法第十五条第一項の規定に基づき交付される書面(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三

号)第五条第四項第一号の規定に基づき送信されるファクシミリの記録又は同項第二号の規定に基づき送信される

電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の記録を含む。)にお

いて、変更内容等に下線を引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第一項明示の一部の事

項を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載すること。

チ 求人者等は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、当該労働契約を締結す

るかどうか紹介求職者等が考える時間が確保されるよう、可能な限り速やかにヘの明示を行うこと。また、ヘの明示を

受けた紹介求職者等から、第一項明示を変更し、特定し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容

等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。

リ 第一項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、第一項明示を安易に変

更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加してはならないこと。

ヌ 学校卒業見込者等(法第十三条第一項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)については、特に配慮が必要

であることから、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加すること(ニ

(ロ)により、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途明示することとした場合において、当該別途明示するこ

ととされた事項を追加することを除く。)は不適切であること。また、原則として、学校卒業見込者等を労働させ、賃金

を支払う旨を約し、又は通知するまでに、職業安定法第五条の三第一項及びヘの明示が書面により行われるべきである

こと。

ル 職業安定法第五条の三第一項の規定に基づく明示が同法の規定に抵触するものであった場合、ヘの明示を行ったとし

ても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。

ヲ 求人者等は、第一項明示を変更し、削除し、又は第一項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加した場合は、

求人票等の内容を検証し、修正等を行うべきであること。

ワ イ又はロ及びヘにより従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、職業安定法第五条の三第四項の規定により、

次に掲げる事項(ただし、(リ)に掲げる事項にあっては、青少年を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下このワ

において同じ。)として雇用しようとする者に限る。)については、書面の交付等により行わなければならないこと。

(イ) 青少年が従事すべき業務の内容に関する事項

(ロ) 労働契約の期間に関する事項

(ハ) 試みの使用期間に関する事項

(ニ) 就業の場所に関する事項

(ホ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

(ヘ) 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能率手当を除く。)の額に関する事項

(ト) 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項
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(チ) 青少年を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

(リ) 青少年を派遣労働者として雇用しようとする旨

(ヌ) 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

カ イ又はロ及びヘによる明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業

務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。

ヨ 求人者等は、求職者等に対する第一項明示に関する記録を、当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が終了する日

(当該明示に係る職業紹介又は青少年の募集が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっ

ては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならないこと。

タ 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は

職業安定法施行規則（昭和二十二年労働省令第十二号）第四条の三第一項に定める方法（レにおいて「広告等」という。）

により青少年の募集に関する情報又は同条第三項に定める情報（レにおいて「青少年の募集等に関する情報」という。）

を提供するに当たっては、同令第四条の二第三項各号に掲げる事項及びハ（ロ）から（ニ）までにより明示することと

された事項を可能な限り当該情報に含めることが望ましいこと。

レ 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、広告等により青少年の募集等に関する情報を提供するに当たっては、労働

者になろうとする青少年に誤解を生じさせることのないよう、次に掲げる事項に留意すること。

(イ) 関係会社を有する者が青少年の募集を行う場合、青少年を雇用する予定の者を明確にし、当該関係会社と混同さ

れることのないよう表示しなければならないこと。

(ロ) 青少年の募集と、請負契約による受注者の募集が混同されることのないよう表示しなければならないこと。

(ハ) 賃金等（賃金形態、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給、固定残業代等に関する事項をいう。以

下この（ハ）において同じ。）について、実際の賃金等よりも高額であるかのように表示してはならないこと。

(ニ) 職種又は業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこと。

ソ 青少年の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法第五条の四第二項の規定により青少年の募集に関する情報を正

確かつ最新の内容に保つに当たっては、次に掲げる措置を講ずる等適切に対応しなければならないこと。

(イ) 青少年の募集を終了した場合又は青少年の募集の内容を変更した場合には、当該募集に関する情報の提供を速や

かに終了し、又は当該募集に関する情報を速やかに変更するとともに、当該情報の提供を依頼した募集情報等提供

（職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供をいう。第四の三（六）において同じ。）を業として行う者

（以下「募集情報等提供事業者」という。）に対して当該情報の提供を終了するよう依頼し、又は当該情報の内容

を変更するよう依頼すること。

(ロ) 青少年の募集に関する情報を提供するに当たっては、当該情報の時点を明らかにすること。

(ハ) 募集情報等提供事業者から、職業安定法施行規則第四条の三第四項又は職業紹介事業者、求人者、労働者の募集

を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がそ

の責務等に関して適切に対処するための指針（平成十一年労働省告示第百四十一号。以下「職業紹介事業者等指針」

という。）第八の二の（一）により、当該青少年の募集に関する情報の訂正又は変更を依頼された場合には、速や

かに対応すること。

ツ ミスマッチ防止の観点から、募集者等は、青少年の募集又は求人の申込みに当たり、企業の求める人材像、採用選考

に当たって重視する点、職場で求められる能力・資質、キャリア形成等についての情報を青少年又は公共職業安定所、

特定地方公共団体、職業紹介事業者若しくは募集情報等提供事業者に対し明示するよう努めること。

ネ 募集者等は、職業紹介事業者等指針第五を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと。

ナ 青少年の募集を行う者又は募集受託者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に係る募

集に応じて労働者になろうとする青少年からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めるこ

と。

ラ 虚偽の広告をなし、若しくは虚偽の条件を提示して青少年の募集を行った場合、又は虚偽の条件を提示して、公共職

業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った場合は、職業安定法第六十五条第九号又は第十号の規定により、

罰則の対象となることに留意すること。

ム 第三の一の雇用管理上の措置を講ずることに関連して、事業主は、就職活動中の学生やインターンシップを行ってい

る者等（以下このムにおいて「就活生等」という。）に対する言動に関し、次に掲げる取組を行うことが望ましいこと。

(イ) 事業主が雇用する労働者の就活生等に対する言動について必要な注意を払うよう配慮すること。

(ロ) 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）自らの就活生等に対する言動について必要な注意を払

うよう努めること。

(ハ) 第三の一の雇用管理上の措置として、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、

出産等に関するハラスメント（(ニ)において「職場におけるパワーハラスメント等」という。）を行ってはならな
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い旨の方針の明確化等を行う際に、就活生等に対する言動についても、同様の方針を併せて示すこと。

(ニ) 就活生等から職場におけるパワーハラスメント等に類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏ま

えて、第三の一の雇用管理上の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。

(二) 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等

イ 事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の見通しに基づいて行う

よう努めること。採用内定者に対しては、書面の交付等により、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示

するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示す

るよう留意すること。

ロ 事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念

上相当であると認められない採用内定の取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定の取消しを防止す

るため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場合には、当該取消しの対象となった

学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった

者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。

ハ 採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げ

るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

ニ 採用内定又は採用内々定を行うことと引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等青少

年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の意思に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年に対す

る公平かつ公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。

ホ 労働契約の締結に当たっては、労働基準法第十五条第一項の規定により、事業主は、青少年に対して、労働基準法施

行規則第五条第一項各号に掲げる事項として次に掲げる事項を明示しなければならないこと。この場合において、(イ)

から(ヘ)までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)については、書面の交付(同条第四項ただし書の場合においては、

同項各号に掲げる方法を含む。)により明示しなければならないこと。なお、これらの明示された労働条件が事実と相違

する場合においては、同法第十五条第二項の規定により、青少年は、即時に労働契約を解除することができることに留

意すること。

(イ) 労働契約の期間に関する事項

(ロ) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(ハ) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(ニ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分け

て就業させる場合における就業時転換に関する事項

(ホ) 賃金(退職手当及び(チ)に規定する賃金を除く。以下この(ホ)において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃

金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(ヘ) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(ト) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期

に関する事項

(チ) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能率手当並びに最低賃

金額に関する事項

(リ) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(ヌ) 安全及び衛生に関する事項

(ル) 職業訓練に関する事項

(ヲ) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(ワ) 表彰及び制裁に関する事項

(カ) 休職に関する事項

ヘ 労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同法第百二十条第一号の規定により、

罰則の対象となることに留意すること。

ト 締結された労働契約の内容である労働条件の変更に当たっては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第八条の

規定により、原則として、青少年及び事業主の合意が必要であること。なお、就業規則を変更することにより、青少年

の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更する場合においては、同法第九条及び第十条の規定を遵守すること。

二二 青青少少年年雇雇用用情情報報のの提提供供

マッチングの向上のためには、労働条件等に加えて、職場における就労実態に係る情報の提供が重要であることに鑑み、

事業主等は、法第十三条及び第十四条に規定する青少年雇用情報の提供に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
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い旨の方針の明確化等を行う際に、就活生等に対する言動についても、同様の方針を併せて示すこと。

(ニ) 就活生等から職場におけるパワーハラスメント等に類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏ま

えて、第三の一の雇用管理上の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。

(二) 採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等

イ 事業主は、採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の見通しに基づいて行う

よう努めること。採用内定者に対しては、書面の交付等により、採用の時期、採用条件、採用内定の取消事由等を明示

するとともに、採用内定者が学校等を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示す

るよう留意すること。

ロ 事業主は、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念

上相当であると認められない採用内定の取消しは無効とされることについて十分に留意し、採用内定の取消しを防止す

るため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。

また、やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰下げを行う場合には、当該取消しの対象となった

学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、当該取消し又は繰下げの対象となった

者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。

ハ 採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げ

るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

ニ 採用内定又は採用内々定を行うことと引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等青少

年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の意思に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年に対す

る公平かつ公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。

ホ 労働契約の締結に当たっては、労働基準法第十五条第一項の規定により、事業主は、青少年に対して、労働基準法施

行規則第五条第一項各号に掲げる事項として次に掲げる事項を明示しなければならないこと。この場合において、(イ)

から(ヘ)までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)については、書面の交付(同条第四項ただし書の場合においては、

同項各号に掲げる方法を含む。)により明示しなければならないこと。なお、これらの明示された労働条件が事実と相違

する場合においては、同法第十五条第二項の規定により、青少年は、即時に労働契約を解除することができることに留

意すること。

(イ) 労働契約の期間に関する事項

(ロ) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(ハ) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(ニ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分け

て就業させる場合における就業時転換に関する事項

(ホ) 賃金(退職手当及び(チ)に規定する賃金を除く。以下この(ホ)において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃

金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(ヘ) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(ト) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期

に関する事項

(チ) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与、精勤手当、勤続手当及び奨励加給又は能率手当並びに最低賃

金額に関する事項

(リ) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(ヌ) 安全及び衛生に関する事項

(ル) 職業訓練に関する事項

(ヲ) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(ワ) 表彰及び制裁に関する事項

(カ) 休職に関する事項

ヘ 労働条件の明示に関し、労働基準法第十五条第一項の規定に違反した場合は、同法第百二十条第一号の規定により、

罰則の対象となることに留意すること。

ト 締結された労働契約の内容である労働条件の変更に当たっては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第八条の

規定により、原則として、青少年及び事業主の合意が必要であること。なお、就業規則を変更することにより、青少年

の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更する場合においては、同法第九条及び第十条の規定を遵守すること。

二二 青青少少年年雇雇用用情情報報のの提提供供

マッチングの向上のためには、労働条件等に加えて、職場における就労実態に係る情報の提供が重要であることに鑑み、

事業主等は、法第十三条及び第十四条に規定する青少年雇用情報の提供に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
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(一) ホームページ等での公表、会社説明会での提供又は求人票への記載等により、青少年の雇用の促進等に関する法律施

行規則（平成二十七年厚生労働省令第百五十五号。第四の四において「施行規則」という。）第三条第一項各号に掲げ

る事項の全てについて情報提供することが望ましいこと。

(二) 学校卒業見込者等が具体的な項目の情報提供を求めた場合には、特段の事情がない限り、当該項目を情報提供するこ

とが望ましいこと。

(三) 情報提供の求めを行った学校卒業見込者等に対して、当該求めを行ったことを理由とする不利益な取扱いをしないこ

と。

(四) 情報提供の求めに備え、あらかじめ提供する情報を整備しておくことが望ましいこと。また、その求めがあった場合

には、速やかな情報提供に努めること。

三三 意意欲欲・・能能力力にに応応じじたた就就職職機機会会のの提提供供等等

事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況、

学校等の卒業時期等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うべく、次に掲げる措置を講ずるように努める

こと。

(一) 学校等の卒業者の取扱い

意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、学校等の卒業者についても、学校等の新規卒業予定

者の採用枠に応募できるような募集条件を設定すること。当該条件の設定に当たっては、学校等の卒業者が卒業後少なく

とも三年間は応募できるものとすること。

また、学校等の新規卒業予定者を募集するに当たっては、できる限り年齢の上限を設けないようにするとともに、上限

を設ける場合には、青少年が広く応募することができるよう検討すること。

(二) 学校等の新規卒業予定者に係る採用方法

イ 通年採用や秋季採用の積極的な導入

学校等の新規卒業予定者の採用時期については、春季の一括採用が雇用慣行として定着しているところであるが、何ら

かの理由により当該時期を逸した青少年に対しても応募の機会を提供する観点から、通年採用や秋季採用の導入等の個々

の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討すること。

ロ 青少年が希望する地域における就職機会の提供

青少年が希望する地域において就職し、安定的に働き続けることができるよう、国や地方公共団体等の施策を活用しな

がら、いわゆるUIJターン就職等による就職機会の提供に積極的に取り組むことが望ましいこと。

(三) 職業経験が少ない青少年等に対する就職機会の提供

職業経験が少ないこと等により、青少年を雇入れの当初から正社員として採用することが困難な場合には、トライアル

雇用、雇用型訓練等の積極的な活用により、当該青少年の適性、能力等についての理解を深めることを通じて、青少年に

安定した職業に就く機会を提供すること。

(四) 選考に当たってのいわゆるフリーター等に対する評価基準

いわゆるフリーター等についても、その選考に当たっては、その有する適性、能力等を正当に評価するとともに、応募

時点における職業経験のみならず、留学経験やボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な

視点に立って判断することが望ましいこと。

(五) インターンシップ・職場体験の機会の提供

青少年の職業意識の形成支援のため、事業主においても、学校や公共職業安定所等と連携して、インターンシップや職

場体験の受入れを行うなど、積極的に協力することが望ましいこと。

なお、インターンシップに関しては、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当

たっての基本的考え方」(平成九年九月十八日文部科学省・厚生労働省・経済産業省策定)を踏まえた実施が求められるこ

と及びインターンシップや職場体験であっても、労働関係法令が適用される場合もあることに留意が必要であること。

四四 学学校校卒卒業業見見込込者者等等がが希希望望すするる地地域域等等でで働働けけるる環環境境のの整整備備

青少年が、希望する働き方を選択し、自ら主体的・継続的なキャリア形成を図ることを可能とするためには、より柔軟か

つ多様な就業機会の選択肢が必要である。特に、仕事と生活の調和等の観点から、学校卒業段階で希望する地域で就職機会

を得、その地域において中長期的にキャリア形成ができる環境整備が求められる。このため、事業主は、ICT利活用の可能

性も検討しつつ、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

(一) 地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入

学校卒業見込者等が一定の地域において働き続けることができるよう、広域的な事業拠点を有する企業は、一定の地域

に限定して働ける勤務制度の導入を積極的に検討すること。

(二) キャリア展望に係る情報開示

学校卒業見込者等が適職を選択し、安定的に働き続けることができるよう、採用後の就業場所や職務内容等を限定した
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採用区分については、それぞれの選択肢ごとのキャリア形成の見通しなど、将来のキャリア展望に係る情報開示を積極的

に行うこと。

第第三三 事事業業主主がが青青少少年年のの職職場場へへのの定定着着促促進進ののたためめにに講講ずずべべきき措措置置

一一 雇雇用用管管理理のの改改善善にに係係るる措措置置

事業主は、賃金不払い等の労働関係法令違反が行われないよう適切な雇用管理を行うこと。また、事業主は、労働施策の

総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第三十条の

二第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十一条

第一項及び第十一条の三第一項並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年

法律第七十六号）第二十五条第一項の規定並びに事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和二年厚生労働省告示第五号）、事業主が職場における性的な言動に起

因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成十八年厚生労働省告示第六百十五号）、事業主が職場

における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成二十八年厚生

労働省告示第三百十二号）及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立

が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針（平成二十一年厚生労働省告示第五百九号）に基づき、

職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止の

ため、雇用管理上の措置を講ずること。

さらに、事業主は、青少年について、早期に離職する者の割合が高いことを踏まえ、職場に定着し、就職した企業で安定

的にキャリアを形成していくため、青少年の能力や経験に応じた適切な待遇を確保するよう雇用管理の改善に努めるととも

に、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

(一) 能力・資質、キャリア形成等に係る情報明示

青少年が採用後の職場の実態と入職前の情報に格差を感じることのないよう、職場で求められる能力・資質、キャリア

形成等についての情報を明示すること。

(二) 不安定な雇用状態にある青少年の正社員登用等

意欲や能力を有する青少年に安定した雇用機会を提供するため、期間を定めて雇用されていること等により不安定な雇

用状態にある青少年が希望した場合に、正社員への登用が与えられるような仕組みを検討すること。

(三) 労働法制に関する基礎知識の付与

青少年の労働法制に対する理解促進は、事業主にとっても職場環境の改善やトラブルの防止等に資するものであること

を踏まえ、新入社員研修の機会等を捉え、労働法制の基礎的な内容の周知を図ることが望ましいこと。

二二 職職業業能能力力のの開開発発及及びび向向上上にに係係るる措措置置

事業主は、青少年の職場への定着を図り、その有する能力を有効に発揮することができるようにする観点から、職業能力

の開発及び向上に関する措置を講ずることが重要であることに鑑み、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

(一) OJT(業務の遂行の過程内において行う職業訓練)及びOFF―JT(業務の遂行の過程外において行う職業訓練)を計画的に

実施すること。

(二) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練を必要に応じ実施

すること。

(三) 青少年の希望等に応じ、青少年が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために、業務の遂行に必要な技能

及びこれに関する知識の内容及び程度、企業内におけるキャリアパス等についての必要な情報の提供、キャリアコンサル

ティング(職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。)を受ける機会の確保その他の援助を行

うこと。その際には、青少年自らの取組を容易にするため、職業能力評価基準等を活用すること。また、青少年が実務の

経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、配置その他の雇用管理について配慮す

ること。

(四) 青少年の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、必要に応じて、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その

他の休暇の付与、始業及び終業時刻の変更、勤務時間の短縮の措置等の必要な援助を行うこと。

(五) 各企業における活用状況を踏まえて、必要に応じて、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定

する職務経歴等記録書をいう。第四の五において同じ。)を、青少年が職業生活設計及び職業能力の証明のツールとして

活用するための支援を行うこと。

(六) 青少年の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、職業能力開発促進法第十一条第

一項の計画の作成や同法第十二条の職業能力開発推進者の選任を行うこと。

第第四四 特特定定地地方方公公共共団団体体及及びび職職業業紹紹介介事事業業者者等等がが青青少少年年のの雇雇用用機機会会のの確確保保及及びび職職場場へへのの定定着着促促進進ののたためめにに講講ずずべべきき措措置置
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青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、特定地方公共団体及び職業紹介事業者等は、

青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャリアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように努めると

ともに、第二の一(一)に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。

一一 青青少少年年のの主主体体的的なな職職業業選選択択・・キキャャリリアア形形成成のの促促進進

特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、地域若者サポートステーション及びキャリア形成サポー

トセンターは、青少年自身が主体的に職業選択及びキャリア形成を行えるよう、青少年の希望等を踏まえながら、個々の

状況に応じた支援を行うことが望ましいこと。

二二 中中途途退退学学者者及及びび未未就就職職卒卒業業者者へへのの対対応応

学校等を中途退学した者(以下この二において「中途退学者」という。)や、卒業時までに就職先が決まらなかった者(以

下この二において「未就職卒業者」という。)については、個々の事情に配慮しつつ希望に応じた就職支援が必要である。

このため、中途退学者について、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び地域若者サポートステーションは、学校等及

び公共職業安定所と協力しつつ相互に連携し、中途退学者の個々の状況に応じた自立支援を行うとともに、自らの支援内

容が中途退学者に対して効果的に提供されるようにすること。また、未就職卒業者について、特定地方公共団体及び職業

紹介事業者は、学校等及び新卒応援ハローワークと協力し、個別支援や面接会の開催など、卒業直後の支援を充実させる

こと。

三三 集集情情報報等等提提供供事事業業者者にによよるる就就職職支支援援ササイイトトのの運運営営

事業主が募集情報等提供事業者の就職支援サイトを活用して青少年の募集を行う場合において、募集情報等提供事業者

は、当該募集に関する情報を提供するに当たって、次に掲げる事項に留意すること。

(一) 職業紹介事業者等指針第四を踏まえ、情報の的確な表示を行うこと。

(二) 青少年が、適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する情報はわかりやすいものとすること、

提供する情報の量を適正なものとすること、青少年の主体性を尊重したサービスの提供を行うこと等について配慮するこ

と。

(三) 労働者になろうとする青少年、青少年の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、他の募集情報等提供事業者、特

定地方公共団体又は職業安定法第四条第十二項に規定する労働者供給事業者から申出を受けた当該募集情報等提供事業

者の募集情報等提供事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、相談窓口を明確にするとともに、必要な場合には

職業安定機関と連携を行うこと。

(四) 学生、生徒等を対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事業運営を行うこと。

(五) 職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者は、同法第五条の五の規定に基づき、及び職業紹介事

業者等指針第五を踏まえ、労働者になろうとする青少年の個人情報を適切に取り扱うこと。

(六) 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して募集情報等提供を行った場合は、職業安定法第六十五条第九号の規定に

より、罰則の対象となること。

四四 青青少少年年雇雇用用情情報報のの提提供供

(一) 特定地方公共団体及び職業紹介事業者(職業安定法第三十三条の二第一項の規定により無料職業紹介事業の届出を行っ

た場合は、学校等も含まれることに留意すること。)は、学校卒業見込者等求人(法第十四条第一項に規定する学校卒業見

込者等求人をいう。以下同じ。)の申込みを受理する際に、同条の趣旨に沿って、求人者に青少年雇用情報の提供を求め

るとともに、施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全てを提供するよう働きかけ、学校卒業見込者等に対する職業紹

介に活用することが望ましいこと。また、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場合は、

事業主の青少年雇用情報について、可能な限り同項各号に掲げる事項の全てが掲載されるように取り組むこと。

求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、学校卒業見込者等から特定地方公共団

体又は職業紹介事業者に対して個別に照会があった場合は、法第十四条の趣旨に沿って、特定地方公共団体又は職業紹介

事業者から求人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の提供を求めることが望ましいこと。この場合において、当該

照会を行った学校卒業見込者等に関する情報を求人者に明示する必要はないことに留意すること。

(二) 募集情報等提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、学校卒業見込者等募集(法第十三条第一項の学校卒業見

込者等募集をいう。)を行う事業主の青少年雇用情報について、可能な限り施行規則第三条第一項各号に掲げる事項の全

てが掲載されるように取り組むこと。

五五 職職業業能能力力のの開開発発及及びび向向上上にに係係るる措措置置

職業訓練機関は、青少年の個性に応じ、かつ、その適性を生かすよう、効果的に職業訓練を実施すること。また、青少

年の状況に応じた、ジョブ・カードを活用した円滑な就職に向けた支援を行うこと。

六六 職職業業生生活活ににおおけけるる自自立立促促進進ののたためめのの措措置置

地域若者サポートステーションは、いわゆるニート等に対し、その特性に応じた適職(法第一条に規定する適職をいう。)

の選択その他の職業生活に関する相談の機会、職場体験機会その他の必要な措置を講ずること。
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採用区分については、それぞれの選択肢ごとのキャリア形成の見通しなど、将来のキャリア展望に係る情報開示を積極的

に行うこと。

第第三三 事事業業主主がが青青少少年年のの職職場場へへのの定定着着促促進進ののたためめにに講講ずずべべきき措措置置

一一 雇雇用用管管理理のの改改善善にに係係るる措措置置

事業主は、賃金不払い等の労働関係法令違反が行われないよう適切な雇用管理を行うこと。また、事業主は、労働施策の

総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第三十条の

二第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十一条

第一項及び第十一条の三第一項並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年

法律第七十六号）第二十五条第一項の規定並びに事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和二年厚生労働省告示第五号）、事業主が職場における性的な言動に起

因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成十八年厚生労働省告示第六百十五号）、事業主が職場

における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成二十八年厚生

労働省告示第三百十二号）及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立

が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針（平成二十一年厚生労働省告示第五百九号）に基づき、

職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止の

ため、雇用管理上の措置を講ずること。

さらに、事業主は、青少年について、早期に離職する者の割合が高いことを踏まえ、職場に定着し、就職した企業で安定

的にキャリアを形成していくため、青少年の能力や経験に応じた適切な待遇を確保するよう雇用管理の改善に努めるととも

に、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

(一) 能力・資質、キャリア形成等に係る情報明示

青少年が採用後の職場の実態と入職前の情報に格差を感じることのないよう、職場で求められる能力・資質、キャリア

形成等についての情報を明示すること。

(二) 不安定な雇用状態にある青少年の正社員登用等

意欲や能力を有する青少年に安定した雇用機会を提供するため、期間を定めて雇用されていること等により不安定な雇

用状態にある青少年が希望した場合に、正社員への登用が与えられるような仕組みを検討すること。

(三) 労働法制に関する基礎知識の付与

青少年の労働法制に対する理解促進は、事業主にとっても職場環境の改善やトラブルの防止等に資するものであること

を踏まえ、新入社員研修の機会等を捉え、労働法制の基礎的な内容の周知を図ることが望ましいこと。

二二 職職業業能能力力のの開開発発及及びび向向上上にに係係るる措措置置

事業主は、青少年の職場への定着を図り、その有する能力を有効に発揮することができるようにする観点から、職業能力

の開発及び向上に関する措置を講ずることが重要であることに鑑み、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

(一) OJT(業務の遂行の過程内において行う職業訓練)及びOFF―JT(業務の遂行の過程外において行う職業訓練)を計画的に

実施すること。

(二) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練を必要に応じ実施

すること。

(三) 青少年の希望等に応じ、青少年が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために、業務の遂行に必要な技能

及びこれに関する知識の内容及び程度、企業内におけるキャリアパス等についての必要な情報の提供、キャリアコンサル

ティング(職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。)を受ける機会の確保その他の援助を行

うこと。その際には、青少年自らの取組を容易にするため、職業能力評価基準等を活用すること。また、青少年が実務の

経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、配置その他の雇用管理について配慮す

ること。

(四) 青少年の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、必要に応じて、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その

他の休暇の付与、始業及び終業時刻の変更、勤務時間の短縮の措置等の必要な援助を行うこと。

(五) 各企業における活用状況を踏まえて、必要に応じて、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第十五条の四第一項に規定

する職務経歴等記録書をいう。第四の五において同じ。)を、青少年が職業生活設計及び職業能力の証明のツールとして

活用するための支援を行うこと。

(六) 青少年の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、職業能力開発促進法第十一条第

一項の計画の作成や同法第十二条の職業能力開発推進者の選任を行うこと。

第第四四 特特定定地地方方公公共共団団体体及及びび職職業業紹紹介介事事業業者者等等がが青青少少年年のの雇雇用用機機会会のの確確保保及及びび職職場場へへのの定定着着促促進進ののたためめにに講講ずずべべきき措措置置
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七七 青青少少年年のの希希望望及及びび状状況況にに応応じじたた関関係係機機関関のの紹紹介介

特定地方公共団体、職業紹介事業者、職業訓練機関及び地域若者サポートステーションは、青少年の希望及び状況に応

じて、支援対象の青少年を適切な機関に紹介するなど、適宜連携しながら切れ目なく必要な支援が受けられるように配慮

すること。

八八 そそのの他他のの各各関関係係者者がが講講ずずべべきき措措置置

一から七までに定めるもののほか、他の法令、指針等に基づく措置にも留意しながら、全ての関係者は、青少年の希望

及び状況に応じ、その雇用機会の確保及び職場定着の促進のために必要な支援を適切に行うこと。
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七七 青青少少年年のの希希望望及及びび状状況況にに応応じじたた関関係係機機関関のの紹紹介介

特定地方公共団体、職業紹介事業者、職業訓練機関及び地域若者サポートステーションは、青少年の希望及び状況に応

じて、支援対象の青少年を適切な機関に紹介するなど、適宜連携しながら切れ目なく必要な支援が受けられるように配慮

すること。

八八 そそのの他他のの各各関関係係者者がが講講ずずべべきき措措置置

一から七までに定めるもののほか、他の法令、指針等に基づく措置にも留意しながら、全ての関係者は、青少年の希望

及び状況に応じ、その雇用機会の確保及び職場定着の促進のために必要な支援を適切に行うこと。
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22002233（（令令和和５５））年年度度卒卒業業・・修修了了予予定定者者等等のの就就職職・・採採用用活活動動にに関関すするる要要請請事事項項

就職・採用活動の円滑な実施に加え、学生が学業に専念できる環境を確保するため、2023(

令和５)年度（2024（令和６）年３月）に卒業・修了予定の学生 1を対象とした就職・採用

活動について、政府として就職・採用活動を行う主体 2に対し、以下の各項目の枠内の事

項について、広く要請します。

１．就職・採用活動の日程

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業等に専

念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。

しかしながら、通常の学事日程に配慮して定められた広報活動の開始日（卒業・修了年

度に入る直前の３月１日）及び採用選考活動の開始日（卒業・修了年度の６月１日）より

も前に、それらの活動が行われることで、広報活動及び採用選考活動が一部で早期化し、

学生の就職活動期間は長期化する傾向を示しています 3。

こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら安

心して就職活動に取り組める環境を損なっています。

①① 就就職職・・採採用用活活動動のの日日程程

 広広報報活活動動開開始始：： 卒卒業業・・修修了了年年度度にに入入るる直直前前のの３３月月１１日日以以降降

 採採用用選選考考活活動動開開始始：： 卒卒業業・・修修了了年年度度のの６６月月１１日日以以降降

 正正式式なな内内定定日日：： 卒卒業業・・修修了了年年度度のの1100月月１１日日以以降降

②② 広広報報活活動動のの開開始始期期日日よよりり前前にに行行うう活活動動はは、、不不特特定定多多数数にに向向けけたた一一般般的的ななもものの 44ににとと

どどめめ、、学学生生のの個個人人情情報報のの取取得得やや個個人人情情報報をを活活用用ししたた広広報報・・採採用用選選考考活活動動はは行行わわなないいここ

とと 55。。

③③広広報報活活動動のの実実施施にに当当たたっっててはは、、そそのの後後のの採採用用選選考考活活動動にに影影響響をを与与ええるるももののででははなないいここ

ととをを十十分分にに周周知知 66すするるこことと。。

なお、多様な人材の活躍を促進する観点から、通年採用や中途・経験者採用の導入・拡

1 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博

士課程（後期）に在籍している院生はこの限りではありません。
2 採用を予定する企業のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体も含みます。
3 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（2021（令和３）年11月）
4 例えば、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によ

るＰＲなどです。
5 広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えありません。
6 例えば、広報活動を行う際の告知・募集の段階と実施時の段階の双方において、当該活動が広報活動とし

て行われる旨を、ホームページや印刷物への明記、会場での掲示、口頭による説明などの方法によって、

学生に周知徹底するなどです。
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大など、採用方法の多様化を一層推進していくことを期待します7。

【【用用語語のの定定義義】】

○ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を学生

に対して広く発信していく活動をいう。その開始期日の起点は、自社の採用サイト

あるいは求人広告会社や就職支援サービス会社の運営するサイト等で学生の登録

を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。

○ 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動

をいう。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あ

るいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、

こうした活動のうち、時間と場所を特定して学生を拘束して行う面接や試験などの

活動をいう 8。

２２．．学学事事日日程程等等へへのの配配慮慮

学生の就職活動期間が長期化すると、学修時間等の確保に影響を与えます。採用選考活

動は、広報活動とは異なり、日程や場所等の決定に関して学生に裁量が与えられているも

のではないため、学生への負担を考慮し、学生が学修時間等を確保できるよう、学事日程

等に十分に配慮する必要があります。

①① 面面接接やや試試験験のの実実施施にに際際ししてて、、土土日日・・祝祝日日、、平平日日のの夕夕方方以以降降のの時時間間帯帯等等をを活活用用すするる

ととととももにに、、学学生生のの健健康康状状態態にに配配慮慮すするるこことと 99。。

②② 学学生生のの授授業業、、ゼゼミミ、、実実験験、、試試験験、、教教育育実実習習ななどどのの時時間間とと重重ななららなないいよようう、、採採用用選選

考考活活動動のの日日時時をを設設定定すするるこことと。。

③③ 採採用用選選考考活活動動のの対対象象ととななるる学学生生にに対対ししてて、、事事前前にに余余裕裕ををももっってて連連絡絡をを行行ううこことと。。

④④ 学学生生ののククーールルビビズズ 1100等等へへのの配配慮慮をを行行ううととととももにに、、そそのの旨旨をを積積極極的的にに学学生生にに対対ししてて

周周知知すするるこことと。。

⑤⑤ 上上記記①①～～④④ののほほかか、、学学生生かからら個個別別事事情情のの申申しし出出ががああるる場場合合、、そそれれららにに十十分分配配慮慮しし

ななががらら採採用用選選考考活活動動をを実実施施すするるこことと。。

7 日本経済団体連合会「経営労働政策特別委員会報告」（令和４年１月18日発行）では、「日本型雇用シス

テムの持つメリットを活かしながら、多様な人材の活躍推進といった観点から必要な見直しを行い、各企業

にとって最適な『自社型雇用システム』の確立を目指すことが検討の方向性となる。」とされ、「多様な価値

観・経験や高い専門性を持つ人材の確保のためには、採用方法の多様化が必要となる。新卒一括による採用

割合を見直し、通年採用や中途・経験者採用の導入・拡大をさらに進めていくことが有効な選択肢となる。」

とされています。
8 エントリーシートの提出、ウェブテストやテストセンターの受検などによる事前スクリーニングについて

は、日程・場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられていることから、上記の採用選考活動とは区別しま

す。
9 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、働き方改革の観点から、採用担当

者の労務管理についてもご留意願います。
10 政府としては、平成17年からクールビズ（冷房温度の適正化とその温度に適した軽装や取組など）を推

進しており、各企業においては、業界の実態等に照らして、御協力をお願いいたします。
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３３．．イインンタターーンンシシッッププのの取取扱扱いい 1111

インターンシップは、学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体

験を通じて学びをより深めることを目的として実施するものであり、併せて、ミスマッ

チによる離職の防止につながる効果等が期待されます。

一方で、インターンシップを契機として、本要請でお願いしている日程より前に実質

的な就職・採用活動が行われる事例もあり、学生の学業が阻害される事態も生じていま

す。また、学生の長期休暇以外に実施されるインターンシップも存在するため、学生が

学修時間等を確保しながら就職活動に取り組める環境が損なわれる事態も生じています。

こうした中、日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用

と大学教育の未来に関する産学協議会（以下、産学協議会という）」は、令和３年４月に

「ポスト・コロナを見据えた新たな大学教育と産学連携の推進」を公表しました。その

中で、産学連携による学生のキャリア形成支援の充実に向け、新たなインターンシップ

の定義が示され、インターンシップを含む学生のキャリア形成支援活動の類型 12が示さ

れました。

産学協議会では今年度、学生のキャリア形成支援における産学協働の取組みと採用選

考活動との関係等について、さらに検討を進めているとのことであり、できるだけ速や

かに我が国の人材が活かせる内容の検討結果が示されることを期待します。

11 広広報報活活動動又又はは採採用用選選考考活活動動のの開開始始日日よよりり前前にに行行ううイインンタターーンンシシッッププ等等ににつついいてて

はは、、募募集集対対象象をを卒卒業業・・修修了了年年度度にに入入るる直直前前のの学学年年にに在在籍籍すするる学学生生にに限限定定ししなないいこことと

ととしし、、広広報報活活動動やや採採用用選選考考活活動動とと異異ななるるももののででああるるここととをを明明確確ににすするるこことと。。

22 広広報報活活動動又又はは採採用用選選考考活活動動のの開開始始日日以以後後にに、、22002233（（令令和和５５））年年度度卒卒業業・・修修了了予予定定

者者をを含含むむイインンタターーンンシシッッププをを実実施施すするる場場合合ににはは、、広広報報活活動動又又はは採採用用選選考考活活動動のの趣趣旨旨

をを含含むむこことともも差差しし支支ええなないいがが、、そそのの場場合合はは、、ああららかかじじめめ当当該該活活動動のの趣趣旨旨をを含含むむこことと

をを明明示示すするるこことと。。

33 就就業業体体験験をを伴伴わわなないいププロロググララムムををイインンタターーンンシシッッププとと称称ししたたりり、、情情報報発発信信すするるここ

ととががなないいよよううににすするるこことと。。

11 このほか、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名で作成・公表された「インターンシップの推進に

当たっての基本的考え方」（平成９年９月18日。平成27年12月10日最終改正）及びその留意点（平成29

年10月25日）についても留意いただくようお願いいたします。
12 以下の 4 つのタイプに分類。タイプ１（オープン・カンパニー）：これまで「セミナー」や「職場見学会

等」と称して行われてきたもの。タイプ２（キャリア教育）：学部生（主に低学年）を中心に行われてきた「PBL
型教育」や「CO-OP 教育」といったもの（PBL：課題解決型学習、CO-OP 教育：学内の授業と学外での就

労経験型学修を組み合わせた教育プログラム）。タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）：学

部生（主に高学年）や大学院生を対象としており、学生の参加目的が、主として、その仕事に就く能力が自

らに備わっているか見極めることであるもの。タイプ４（高度専門型インターンシップ）：高度な専門性を有

する大学院生を対象として、学生が自身の専門知識や能力を研究開発などの実践で活かし、向上させるとと

もに、ジョブ型の採用を見据えてその業務が自身の能力や意向にうまくマッチするかを見極めることを目的

としたもの。

また、「新たなインターンシップ」とは、「学生が、その仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか

（自らがその仕事で通用するかどうか）を見極めることを主たる目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来の

キャリアに関連した就業体験（企業の実務を体験すること）を行う活動」と定義しており、その定義に照ら

すと、タイプ３とタイプ４が新たなインターンシップに分類できるとされています。
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44 学学生生のの長長期期休休暇暇をを活活用用しし 1133、、学学事事日日程程にに十十分分にに配配慮慮すするるこことと。。

４４．．卒卒業業・・修修了了後後３３年年以以内内のの既既卒卒者者のの取取扱扱いい

近年は、留学や課外活動など様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も数多くいます。

そうした意欲や能力ある有為な若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要です。

11 若若者者雇雇用用促促進進法法にに基基づづくく指指針針 1144もも踏踏ままええ、、卒卒業業・・修修了了後後少少ななくく

とともも３３年年以以内内のの既既卒卒者者はは、、新新規規卒卒業業・・修修了了予予定定者者のの採採用用枠枠にに応応募募ででききるるよよううににすするる

こことと。。

22 上上記記①①のの既既卒卒者者ににつついいてて、、通通年年採採用用ななどど様様々々なな募募集集機機会会をを積積極極

的的にに提提供供すするるこことと。。

ままたた、、そそううししたた機機会会をを提提供供ししてていいるる場場合合ににはは、、そそのの旨旨のの情情報報発発信信をを行行ううこことと。。

５５．．オオンンラライインンのの活活用用

学生がオンラインであっても対面と同様に不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることは重要です。

また、学生が企業を理解する十分な機会を確保するため、大学等の所在地により就職

活動に不利が生じないよう、配慮する必要があります。

11 オオンンラライインンにによよるる企企業業説説明明会会やや面面接接・・試試験験をを実実施施すするる場場合合ににはは、、そそのの旨旨をを積積極極的的にに

情情報報発発信信すするるこことと。。

22 通通信信手手段段やや使使用用ツツーールルななどど、、どどののよよううなな条条件件でで実実施施すするるかかににつついいてて事事前前にに明明示示しし、、

学学生生がが準準備備すするる時時間間をを確確保保すするるこことと。。

33 通通信信環環境境にによよりり、、音音声声・・映映像像がが途途切切れれるる場場合合ににはは、、学学生生がが不不安安ににななららなないいよようう対対応応

すするるこことと。。

44 オオンンラライインン環環境境ににアアククセセススすするるここととがが困困難難なな学学生生にに対対ししててはは、、対対面面やや他他のの通通信信手手段段

にによよるる企企業業説説明明会会やや面面接接・・試試験験等等もも併併せせてて実実施施すするるこことと。。

55 遠遠隔隔地地のの学学生生にに対対ししてて、、オオンンラライインンにによよるる企企業業説説明明会会やや面面接接・・試試験験等等をを積積極極的的にに実実

施施すするるこことと。。

６６．．日日本本人人海海外外留留学学者者 1155やや外外国国人人留留学学生生ななどどにに対対すするる多多様様なな採採用用選選考考機機会会のの提提供供

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職活

動で不利になるとの認識が生じることがないよう、多様で公平・公正な採用選考の機会を

提供することが重要です。

13 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、採用担当者の労務管理について

も御留意願います。
14 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等そ

の他の関係者が適切に対処するための指針」（平成27年厚生労働省告示第406号）
15 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指します。
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44 学学生生のの長長期期休休暇暇をを活活用用しし 1133、、学学事事日日程程にに十十分分にに配配慮慮すするるこことと。。

４４．．卒卒業業・・修修了了後後３３年年以以内内のの既既卒卒者者のの取取扱扱いい

近年は、留学や課外活動など様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も数多くいます。

そうした意欲や能力ある有為な若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要です。

11 若若者者雇雇用用促促進進法法にに基基づづくく指指針針 1144もも踏踏ままええ、、卒卒業業・・修修了了後後少少ななくく

とともも３３年年以以内内のの既既卒卒者者はは、、新新規規卒卒業業・・修修了了予予定定者者のの採採用用枠枠にに応応募募ででききるるよよううににすするる

こことと。。

22 上上記記①①のの既既卒卒者者ににつついいてて、、通通年年採採用用ななどど様様々々なな募募集集機機会会をを積積極極

的的にに提提供供すするるこことと。。

ままたた、、そそううししたた機機会会をを提提供供ししてていいるる場場合合ににはは、、そそのの旨旨のの情情報報発発信信をを行行ううこことと。。

５５．．オオンンラライインンのの活活用用

学生がオンラインであっても対面と同様に不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることは重要です。

また、学生が企業を理解する十分な機会を確保するため、大学等の所在地により就職

活動に不利が生じないよう、配慮する必要があります。

11 オオンンラライインンにによよるる企企業業説説明明会会やや面面接接・・試試験験をを実実施施すするる場場合合ににはは、、そそのの旨旨をを積積極極的的にに

情情報報発発信信すするるこことと。。

22 通通信信手手段段やや使使用用ツツーールルななどど、、どどののよよううなな条条件件でで実実施施すするるかかににつついいてて事事前前にに明明示示しし、、

学学生生がが準準備備すするる時時間間をを確確保保すするるこことと。。

33 通通信信環環境境にによよりり、、音音声声・・映映像像がが途途切切れれるる場場合合ににはは、、学学生生がが不不安安ににななららなないいよようう対対応応

すするるこことと。。

44 オオンンラライインン環環境境ににアアククセセススすするるここととがが困困難難なな学学生生にに対対ししててはは、、対対面面やや他他のの通通信信手手段段

にによよるる企企業業説説明明会会やや面面接接・・試試験験等等もも併併せせてて実実施施すするるこことと。。

55 遠遠隔隔地地のの学学生生にに対対ししてて、、オオンンラライインンにによよるる企企業業説説明明会会やや面面接接・・試試験験等等をを積積極極的的にに実実

施施すするるこことと。。

６６．．日日本本人人海海外外留留学学者者 1155やや外外国国人人留留学学生生ななどどにに対対すするる多多様様なな採採用用選選考考機機会会のの提提供供

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職活

動で不利になるとの認識が生じることがないよう、多様で公平・公正な採用選考の機会を

提供することが重要です。

13 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、採用担当者の労務管理について

も御留意願います。
14 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等そ

の他の関係者が適切に対処するための指針」（平成27年厚生労働省告示第406号）
15 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指します。
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11 日日本本人人海海外外留留学学者者にに対対ししてて、、一一括括採採用用ととはは別別にに採採用用選選考考機機会会をを設設けけるるななどどのの取取組組

をを、、各各企企業業のの必必要要にに応応じじてて行行ううこことと。。

ままたた、、そそううししたた取取組組をを自自社社のの採採用用ホホーームムペペーージジにに掲掲載載すするるななどど、、多多様様なな通通信信手手段段

をを活活用用ししてて積積極極的的にに周周知知すするるこことと。。

22 外外国国人人留留学学生生にに対対ししてて、、業業種種やや職職種種等等にによよっってて求求めめらられれるる日日本本語語能能力力がが多多様様ででああ

るるこことと等等もも踏踏ままええ、、選選考考時時点点ででのの一一律律のの日日本本語語能能力力ででははななくく、、業業務務でで求求めめらられれるる日日

本本語語能能力力やや専専門門性性にに応応じじたた採採用用選選考考をを行行ううななどどのの取取組組をを、、各各企企業業のの必必要要にに応応じじてて行行

ううこことと。。

ままたた、、そそううししたた取取組組ににつついいててはは、、外外国国人人留留学学生生のの多多様様性性にに応応じじたた採採用用選選考考やや採採用用

後後のの柔柔軟軟なな人人材材育育成成・・処処遇遇等等ににつついいてて政政府府ととししてて策策定定ししたたチチェェッッククリリスストトややベベスストト

ププララククテティィスス 1166等等をを参参考考にに、、自自社社のの採採用用ホホーームムペペーージジななどど多多様様なな通通信信手手段段をを活活用用しし

てて積積極極的的にに周周知知すするるこことと。。

33 22002244（（令令和和６６））年年３３月月ととはは卒卒業業・・修修了了のの時時期期がが異異ななるるななどど何何ららかかのの理理由由にによよりり一一

括括採採用用のの採採用用選選考考時時期期にに就就職職活活動動をを行行わわななかかっったた学学生生にに対対ししてて、、通通年年採採用用やや秋秋季季採採

用用のの導導入入ををははじじめめととししたた様様々々なな募募集集機機会会をを設設けけるるここととににつついいてて、、積積極極的的にに検検討討すするる

こことと。。

ままたた、、そそううししたた機機会会をを提提供供ししてていいるる場場合合ににはは、、学学生生にに対対しし、、情情報報発発信信ををすするるこことと。。

７７．．公公平平・・公公正正でで透透明明なな採採用用、、個個人人情情報報のの不不適適切切なな取取扱扱いいのの防防止止のの徹徹底底

学生が安心して就職活動に取り組むためには、公平・公正で透明な採用選考活動を行っ

ていただくことが必要です。しかしながら、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就

職活動に不利に働くようなサービスが提供され、利用される事案などが発生しています。

こうした事態は、学生が安心して就職活動に取り組める環境を損なっています。

○ 関係法令等 17を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生

の個人情報の取扱い等を適切に行うこと。

８８．．セセククシシュュアアルルハハララススメメンントト等等のの防防止止のの徹徹底底

16 外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム（文部科学省、厚生労働省、経済産業省の

３省共同事務局）において「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を策定（令和２年

２月）。
17 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和41年法律

第132号）、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和47年法律第 113

号）、「青少年の雇用の促進等に関する法律」（昭和45年法律第98号）、「障害者の雇用の促進等に関する法

律」（昭和35年法律第123号）、「職業安定法」（昭和22年法律第141号）、「職業紹介事業者、求人者、労働

者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよう

とする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内

容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するため

の指針」（平成11年労働省告示第141号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成15 年法律第57号）
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就職をしたいという学生の弱みに付け込むような、学生に対するセクシュアルハラス

メントや、学生の職業選択の自由を妨げる行為が確認されています 18。

こうした事態は、学生が安心して就職活動に取り組める環境を損なっています。

11 採採用用選選考考活活動動やや OOBB・・OOGG 訪訪問問対対応応時時等等ににおおいいてて、、性性的的なな冗冗談談ややかかららかかいい、、身身体体

にに接接触触すするるななどどセセククシシュュアアルルハハララススメメンントト等等をを行行っっててははななららなないい旨旨をを社社員員にに対対しし

てて周周知知ををすするるほほかか、、学学生生かかららのの相相談談にに対対ししてて適適切切なな対対応応をを行行うう 1199ななどど、、セセククシシュュ

アアルルハハララススメメンントト等等のの防防止止ののたためめのの対対応応をを徹徹底底すするるこことと。。

22 正正式式なな内内定定前前にに他他社社へへのの就就職職活活動動のの終終了了をを迫迫るる、、誓誓約約書書等等をを要要求求すするるとといいっったた

採採用用選選考考ににおおけけるる学学生生のの職職業業選選択択のの自自由由をを妨妨げげるる行行為為をを行行わわなないいよようう徹徹底底すするるここ

とと。。

９９．．成成績績証証明明等等のの一一層層のの活活用用

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが重要です。

○○ 採採用用選選考考活活動動にに当当たたっっててはは、、大大学学等等ににおおけけるる成成績績証証明明等等をを取取得得ししてて一一層層活活用用すするる

こことと（（例例ええばば、、面面接接時時ににそそれれららにに基基づづいいたた質質問問をを行行ううななどど））等等にによよりり、、学学修修成成果果やや

学学業業へへのの取取組組状状況況をを適適切切にに評評価価すするるこことと。。

以 上

18 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（令和３年11月）
19 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（平成18年厚生労働省告示第615号）」等
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就職をしたいという学生の弱みに付け込むような、学生に対するセクシュアルハラス

メントや、学生の職業選択の自由を妨げる行為が確認されています 18。

こうした事態は、学生が安心して就職活動に取り組める環境を損なっています。

11 採採用用選選考考活活動動やや OOBB・・OOGG 訪訪問問対対応応時時等等ににおおいいてて、、性性的的なな冗冗談談ややかかららかかいい、、身身体体

にに接接触触すするるななどどセセククシシュュアアルルハハララススメメンントト等等をを行行っっててははななららなないい旨旨をを社社員員にに対対しし

てて周周知知ををすするるほほかか、、学学生生かかららのの相相談談にに対対ししてて適適切切なな対対応応をを行行うう 1199ななどど、、セセククシシュュ

アアルルハハララススメメンントト等等のの防防止止ののたためめのの対対応応をを徹徹底底すするるこことと。。

22 正正式式なな内内定定前前にに他他社社へへのの就就職職活活動動のの終終了了をを迫迫るる、、誓誓約約書書等等をを要要求求すするるとといいっったた

採採用用選選考考ににおおけけるる学学生生のの職職業業選選択択のの自自由由をを妨妨げげるる行行為為をを行行わわなないいよようう徹徹底底すするるここ

とと。。

９９．．成成績績証証明明等等のの一一層層のの活活用用

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが重要です。

○○ 採採用用選選考考活活動動にに当当たたっっててはは、、大大学学等等ににおおけけるる成成績績証証明明等等をを取取得得ししてて一一層層活活用用すするる

こことと（（例例ええばば、、面面接接時時ににそそれれららにに基基づづいいたた質質問問をを行行ううななどど））等等にによよりり、、学学修修成成果果やや

学学業業へへのの取取組組状状況況をを適適切切にに評評価価すするるこことと。。

以 上

18 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（令和３年11月）
19 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（平成18年厚生労働省告示第615号）」等
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○○個個人人情情報報のの保保護護にに関関すするる法法律律（（概概要要））

「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」といいます。）は、情報通信技術の発展や事業活動

のグローバル化等の急速な環境変化により、パーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ、「定義の

明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年９月に改

正個人情報保護法が公布され、平成29年５月に施行されました。

※改正に伴い平成28年１月１日より、個人情報保護法の所管が、消費者庁から個人情報保護委員会に移りま

した。また、改正個人情報保護法が平成29年5月30日に施行され、これまで各主務大臣が行っていた個人

情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化されました。

★個人情報保護法の主な内容

①①目目的的（（法法１１条条））

個人情報保護法は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊か

な国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護

することを目的としています。

②②個個人人情情報報・・個個人人デデーータタ・・保保有有個個人人デデーータタ（（法法２２条条１１・・６６・・７７項項））

「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）」をいいます。

また、個人情報をデータベース化した場合、そのデータベースを構成する個人情報を、特に「個人データ」

といい、そのうち、事業者が開示等の権限を有し６か月以上にわたって保有する個人情報を、特に「保有個人

データ」といいます。

③③個個人人情情報報取取扱扱事事業業者者（（法法２２条条５５項項））

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等（紙媒体、電子媒体を問わず、特定の個人情報を検索

できるように体系的に構成したもの）を事業活動に利用している者のことをいい、個人情報保護法に定める各

種義務が課されています。

④④利利用用目目的的のの特特定定（（法法1155条条））・・目目的的外外利利用用のの禁禁止止（（法法1166条条））

個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければなりません。また、原則として、

あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止さ

れています。

⑤⑤適適正正なな取取得得（（法法1177条条））・・取取得得時時のの利利用用目目的的のの通通知知等等（（法法1188条条））・・デデーータタ内内容容のの正正確確性性のの確確保保等等（（法法1199条条））

偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されています。また、個人情報の取得に当た

っては、取得前にあらかじめ利用目的を公表し、又は取得後に速やかに本人に利用目的を通知又は公表しなけ

ればなりません。

さらに、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用

する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。

⑥⑥安安全全管管理理措措置置（（法法2200条条））・・従従業業者者やや委委託託先先のの監監督督（（法法2211・・2222条条））

個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な保護措置を講じなければなりません。また安全にデ

ータを管理するため、従業者や委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

⑦⑦第第三三者者提提供供のの制制限限（（法法2233条条））

原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データを提供することは禁止されています。

ただし、委託、事業承継及び共同利用に該当する場合は、第三者提供に該当しないこととされています。
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に違反する取扱い（目的外利用（法16条）、不適切な取得（法17条）、本人に同意のない第三者提供（法23条１

項））については利用停止等を行わなければなりません。
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○○個個人人情情報報のの保保護護にに関関すするる法法律律ににつついいててののガガイイドドラライインン（（通通則則編編））（（抄抄））

２－３ 要配慮個人情報（法第２条第３項関係）

法法第第２２条条（（第第３３項項））

この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によ
り害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配
慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
政政令令第第２２条条
法第２条第３項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等（本人の病歴又は

犯罪の経歴に該当するものを除く。）とする。
（１）身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報保護委員会規則で定める心身

の機能の障害があること。
（２）本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医師等」という。）によ

り行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同号において「健康診断等」とい
う。）の結果

（３）健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等
により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

（４）本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する
手続が行われたこと。

（５）本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する少年又はその疑いのある者とし
て、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

規規則則第第５５条条
令第２条第１号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。

（１）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる身体上の障害
（２）知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害
（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）にいう精神障害（発達障害

者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第１項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除
く。）

（４）治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４条第１項の政令で定めるものによる障害の程
度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

３－２－２ 要配慮個人情報の取得（法第１７条第２項関係）

法法第第１１７７条条（（第第２２項項））
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報

を取得してはならない。
（１）法令に基づく場合
（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ
るとき。
（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。
（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき。

（５）当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第７６条第１項各号に掲げる者その他個人
情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

（６）その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
規規則則第第６６条条
法第１７条第２項第５号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。
（１）外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
（２）外国において法第７６条第１項各号に掲げる者に相当する者
政政令令第第７７条条
法第１７条第２項第６号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

（１）本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
（２）法第２３条第５項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。

― 166 ―



- 166 -

○○個個人人情情報報のの保保護護にに関関すするる法法律律ににつついいててののガガイイドドラライインン（（通通則則編編））（（抄抄））
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○○人人権権教教育育及及びび人人権権啓啓発発のの推推進進にに関関すするる法法律律
((目目的的))

第1条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別

の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進に

ついて、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを

目的とする。

((定定義義))

第2条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の
かん

涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に

人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)

をいう。

((基基本本理理念念))

第3条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、

その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的

な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。

((国国のの責責務務))

第4条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓

発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

((地地方方公公共共団団体体のの責責務務))

第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に

関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

((国国民民のの責責務務))

第6条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならな

い。

((基基本本計計画画のの策策定定))

第7条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基

本的な計画を策定しなければならない。

((年年次次報報告告))

第8条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなければならない。

((財財政政上上のの措措置置))

第9条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託その他の方法

により、財政上の措置を講ずることができる。
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○○大大阪阪労労働働局局公公正正採採用用選選考考人人権権啓啓発発推推進進員員設設置置要要綱綱

１ 目 的

日本国憲法には、基本的人権の一つとして、「職業選択の自由」が規定されており、こうした権利が保障されるため

にはすべての人々に対して、「基本的人権が尊重された公正な採用選考」が行われ、就職の機会均等が保障されること

が必要である。

とりわけ、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめ女性、障害者、在日韓国・朝

鮮人、母子・父子家庭等の方々などの就職の機会均等を保障するためには、企業自らが、同和問題をはじめとする人権

問題を正しく理解・認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施することが必要である。

このため、一定規模の事業所において、「公正採用選考人権啓発推進員（以下、「推進員」という。）」の設置を図り、

この推進員に対し研修等を行うことにより、当該事業所における公正な採用選考システムの確立のために必要な知識、

理解及び認識を深めることを目的とする。

２ 推進員設置対象事業所

（１）常時雇用する従業員の数が25人以上の事業所。

ただし、工場、支店、営業所等については、人事権（採用権）を有する事業所。

（２）(1)のほか、公共職業安定所長が管轄する地域において、推進員を設置することが適当であると認める事業所。

３ 推進員の選任基準

推進員は、原則として人事担当責任者等、採用選考その他人事管理に関する事項について相当の権限を有する者から

1事業所につき1名を選任する。

なお、事業所の規模等から必要なときは、推進員の補助者を選任し、本制度の実効を期すものとする。

４ 推進員の役割

推進員及び補助者は、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめすべての人々の就

職の機会均等を保障するという視点に立って、各種研修会等に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項につい

て中心的役割を果たすものとする。

（１）公正な採用選考システムの確立を図ること。

（２）関係行政機関との連絡に関すること。

（３）その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。

５ 報 告

推進員及び補助者を選任した場合は、別紙様式により、事業所管轄公共職業安定所長及び大阪府知事あて報告するも

のとする。

なお、人事異動等により変更のあった場合も同様とする。

６ 附 則

この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

平成14年4月1日一部改正

平成15年4月1日一部改正
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○○大大阪阪労労働働局局公公正正採採用用選選考考人人権権啓啓発発推推進進員員設設置置要要綱綱
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推進員及び補助者は、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめすべての人々の就

職の機会均等を保障するという視点に立って、各種研修会等に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項につい

て中心的役割を果たすものとする。

（１）公正な採用選考システムの確立を図ること。

（２）関係行政機関との連絡に関すること。

（３）その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。

５ 報 告

推進員及び補助者を選任した場合は、別紙様式により、事業所管轄公共職業安定所長及び大阪府知事あて報告するも

のとする。

なお、人事異動等により変更のあった場合も同様とする。

６ 附 則

この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

平成14年4月1日一部改正

平成15年4月1日一部改正
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○○大大阪阪府府公公正正採採用用選選考考人人権権啓啓発発推推進進員員設設置置要要綱綱

１ 目 的

日本国憲法には、基本的人権の一つとして、「職業選択の自由」が規定されており、こうした権利が保障されるため

にはすべての人々に対して、「基本的人権が尊重された公正な採用選考」が行われ、就職の機会均等が保障されること

が必要である。

とりわけ、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめ女性、障害者、在日韓国・朝

鮮人、母子・父子家庭等の方々などの就職の機会均等を保障するためには、企業自らが、同和問題をはじめとする人権

問題を正しく理解・認識し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施することが必要である。

このため、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員」（以下「推進員」という。）の設置を図り、こ

の推進員に対し研修等を行うことにより、適正な採用選考システムの確立を図るとともに、推進員が中心となって、企

業内従業員に対する同和問題をはじめとする人権問題研修計画の樹立、研修の実施等を推進することを目的とする。

２ 推進員選任対象事業所

(1) 常時使用する従業員の数が25人以上の事業所。

ただし、工場、支店、営業所等については、人事権（採用権）を有する事業所。

(2) (1)のほか、大阪府知事が選任することが適当であると認める事業所。

３ 推進員選任基準

推進員は、原則として人事担当責任者等、採用選考、その他、人事管理に関する事項について相当の権限を有する者

から一事業所につき一名を選任する。

なお、事業所の規模等から必要なときは、推進員の補助者を選任し、本制度の実行を期すものとする。

４ 推進員の役割

推進員及び補助者は、同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめすべての人々の就

職の機会均等を保障すると言う視点に立って、各種研修会等に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項につい

て中心的役割を果たすものとする。

(1) 適正な採用選考システム、人事管理体制等の確立を図ること。

(2) 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を深めていくため、研修計画の策定

及び実施に関すること。

(3) 関係行政機関との連絡に関すること。

５ 報 告

(1) 推進員及び補助者を選任した場合は、別紙様式1により事業所管轄公共職業安定所を通じて大阪府知事あて報告す

るものとする。

なお、人事異動等により変更のあった場合も同様とする。

(2) 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を深めていくため研修を実施すると

きは、「企業内人権啓発研修実施計画書」（別紙様式2）を研修実施の1ヶ月前までに報告するとともに、研修実施後、

速やかに「企業内人権啓発研修実施報告書」（別紙様式3）により大阪府知事あて報告するものとする。

附 則

この要綱は、平成9年5月7日より施行する。

この要綱は、平成12年4月1日一部改正施行する。

この要綱は、平成14年4月1日一部改正施行する。

この要綱は、平成15年4月1日一部改正施行する。

この要綱は、平成15年8月1日一部改正施行する。
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○大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例（抄）

（目的）

第1条 この条例は、同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別

事象（以下「部落差別事象」という。）を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為の

規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資する

ことを目的とする。

（定義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 同和地区 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。

二 興信所・探偵社業 府の区域内において、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査その他いかなる名目の調査で

あるかを問わず、

特定の個人についてその信用、資産、経歴、素行その他の個人に関する事項を調査し、かつ、報告する営業をいう。

三 興信所・探偵社業者 興信所・探偵社業を営む者をいう。

四 土地調査等 府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報

告することをいう。

（府、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者並びに府民の責務）

第3条 府は、国及び市町村と協力して、第一条の目的を達成するため必要な啓発に努めるものとする。

2 興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者は、その営業について、社会的責任を自覚し、第一条の目的に反する行

為をしないよう努めなければならない。

3 府民は、第一条の目的に反する調査又は調査の依頼をしないよう努めなければならない。

（適用上の注意）

第4条 この条例の適用に当たっては、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者並びに府民の自由と権利を不当に侵

害するようなことがあってはならない。

（自主規制）

第5条 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に次に掲げる事項を遵守させるた

め必要な規約を設定するよう努めなければならない。

一 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこ

と。

二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

2 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に前項の規約を遵守させるため必要な

指導を行うよう努めなければならない。

3 興信所・探偵社業者の組織する団体は、第一項の規約を設定したときは、速やかに、当該規約の内容その他の規則で

定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届出に係る規約を廃止したとき

も、同様とする。

（届出）

第6条 興信所・探偵社業を営もうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 営業所の名称及び所在地

（遵守事項）

第7条 興信所・探偵社業者は、その営業に関し、第五条第一項各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 興信所・探偵社業者は、その営業に関し従業者に第五条第一項各号に掲げる事項を遵守させるため必要な指導及び監

督を行わなければならない。

（帳簿等の備付け）

第8条 興信所・探偵社業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する帳簿及び従業者名簿

を備え、規則で定める事項を記載しなければならない。

（指示、営業停止及び聴聞の特例）

第9条 知事は、興信所・探偵社業者が第七条第一項の規定に違反したときは、当該興信所・探偵社業者に対し必要な指

示をすることができる。

2 知事は、興信所・探偵社業者が前項の指示に従わないときは、当該興信所・探偵社業者に対し、一月を超えない範囲
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○大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例（抄）

（目的）

第1条 この条例は、同和地区に居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差別等の差別

事象（以下「部落差別事象」という。）を引き起こすおそれのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等の行為の

規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資する

ことを目的とする。

（定義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 同和地区 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。

二 興信所・探偵社業 府の区域内において、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査その他いかなる名目の調査で

あるかを問わず、

特定の個人についてその信用、資産、経歴、素行その他の個人に関する事項を調査し、かつ、報告する営業をいう。

三 興信所・探偵社業者 興信所・探偵社業を営む者をいう。

四 土地調査等 府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報

告することをいう。

（府、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者並びに府民の責務）

第3条 府は、国及び市町村と協力して、第一条の目的を達成するため必要な啓発に努めるものとする。

2 興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者は、その営業について、社会的責任を自覚し、第一条の目的に反する行

為をしないよう努めなければならない。

3 府民は、第一条の目的に反する調査又は調査の依頼をしないよう努めなければならない。

（適用上の注意）

第4条 この条例の適用に当たっては、興信所・探偵社業者及び土地調査等を行う者並びに府民の自由と権利を不当に侵

害するようなことがあってはならない。

（自主規制）

第5条 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に次に掲げる事項を遵守させるた

め必要な規約を設定するよう努めなければならない。

一 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこ

と。

二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

2 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に前項の規約を遵守させるため必要な

指導を行うよう努めなければならない。

3 興信所・探偵社業者の組織する団体は、第一項の規約を設定したときは、速やかに、当該規約の内容その他の規則で

定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届出に係る規約を廃止したとき

も、同様とする。

（届出）

第6条 興信所・探偵社業を営もうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 営業所の名称及び所在地

（遵守事項）

第7条 興信所・探偵社業者は、その営業に関し、第五条第一項各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 興信所・探偵社業者は、その営業に関し従業者に第五条第一項各号に掲げる事項を遵守させるため必要な指導及び監

督を行わなければならない。

（帳簿等の備付け）

第8条 興信所・探偵社業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する帳簿及び従業者名簿

を備え、規則で定める事項を記載しなければならない。

（指示、営業停止及び聴聞の特例）

第9条 知事は、興信所・探偵社業者が第七条第一項の規定に違反したときは、当該興信所・探偵社業者に対し必要な指

示をすることができる。

2 知事は、興信所・探偵社業者が前項の指示に従わないときは、当該興信所・探偵社業者に対し、一月を超えない範囲
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内で期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、大阪府行政手続条例第十三条第一項の規定による意見陳述の

ための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

（（指指導導及及びび助助言言））

第10条 知事は、興信所・探偵社業者の組織する団体に対し第五条第一項の規約の設定について、興信所・探偵社業者

に対し第七条第二項の指導及び監督について必要な指導及び助言をすることができる。

（（報報告告のの徴徴収収等等））

第11条 知事は、第七条の規定の実施に必要な限度において、興信所・探偵社業者に対しその営業に関し報告若しくは

資料の提出を求め、又はその職員に、興信所・探偵社業者の営業所に立ち入り、帳簿及び書類（これらの作成又は備付

けに代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は備付けがされている場合における当

該電磁的記録を含む。）の検査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

（（遵遵守守事事項項））

第12条 土地調査等を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこ

と。

二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。

2 土地調査等を行う者は、その営業に関し従業者に前項各号に掲げる事項を遵守させるため必要な指導及び監督を行わ

なければならない。

（（指指導導及及びび助助言言））

第13条 知事は、土地調査等を行う者に対し、前条第二項の指導及び監督について必要な指導及び助言をすることがで

きる。

（（報報告告のの徴徴収収））

第14条 知事は、第十二条の規定の実施に必要な限度において、土地調査等を行う者に対し、必要な事項の報告又は資

料の提出を求めることができる。

（（勧勧告告））

第15条 知事は、土地調査等を行う者が第十二条第一項の規定に違反したときは、当該者に対し、当該違反に係る行為

を中止し、その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

（（事事実実のの公公表表））

第16条 知事は、土地調査等を行う者が第十四条の規定による要求に正当な理由なく応じなかったとき、又は前条の規

定による勧告に従わなかったときは、その事実を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者

又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

（（規規則則へへのの委委任任））

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

（（罰罰則則））

第18条 第九条第二項の規定による命令に違反した者は、三月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第19条 第十一条第一項の報告若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報

告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査若しくは質問を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した

者は、三万円以下の罰金に処する。

第20条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。

一 第六条第一項の規定に違反してあらかじめ届出をせず、又は同条第二項の規定に違反して変更若しくは廃止の日か

ら十日以内に届出をしなかった者

二 第八条の規定に違反した者

（（両両罰罰規規定定））

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

附則（略）

ここのの条条例例にに対対すするるおお問問いい合合わわせせ先先はは・・・・・・大大阪阪府府府府民民文文化化部部人人権権局局 電電話話 0066--66221100--99228822
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○部落差別の解消の推進に関する法律

（（目目的的））

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを

踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこ

れを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明ら

かにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現するこ

とを目的とする。

（（基基本本理理念念））

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

の理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実

現することを旨として、行われなければならない。

（（国国及及びび地地方方公公共共団団体体のの責責務務））

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関

する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体

との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

（（相相談談体体制制のの充充実実））

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充

実を図るよう努めるものとする。

（（教教育育及及びび啓啓発発））

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行う

よう努めるものとする。

（（部部落落差差別別のの実実態態にに係係るる調調査査））

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものと

する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
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○部落差別の解消の推進に関する法律

（（目目的的））
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公公正正採採用用選選考考のの歩歩みみ （同和対策審議会答申－部落地名総鑑事件－今日に至るまで）

年 事件・出来事 応募用紙の流れ 雇用促進会議の流れ その他の取り組み

１９６５
(昭和４０)

同和対策審議会答申
全同教第１回「進路保障協議
会」で就職差別事件が多数､報
告

１９６７
(昭和４２)

「同和地区出身者雇用促進連絡
会」発足

１９６８
(昭和４３)

「同和地区新規学卒者の職業紹介」
に関する求人者指導の通達（労働
省）

１９６９
(昭和４４)

「同和対策特別措置法」制定
大阪府同和対策審議会答申

１９７０
(昭和４５)

「大阪府統一応募用紙」
の策定

１９７１
(昭和４６)

国家公務員身元調査差別事件
「近畿統一応募用紙」
の策定

「同和地区出身者雇用促進会議」
発足
「中学校進路保障専門委員会」
「高等学校等進路保障専門委員
会」
「他府県関係専門委員会」設置

１９７３
(昭和４８)

国家公務員採用試験の改善
「全国統一応募用紙」
の策定
新規中卒「職業相談票」改正

１９７４
(昭和４９)

「ＪＩＳ規格履歴書」の改訂

１９７５
(昭和５０)

部落地名総鑑事件発覚
労働者名簿記載内容の改善
（労働省）

１９７６
(昭和５１)

「部落地名総鑑」購入企業糾弾会
労働大臣－部落地名総鑑事件
により上場企業1800社に
就職差別解消に向けた要請書簡

１９７７
(昭和５２)

企業内同和問題研修推進員制度
（現：公正採用選考人権啓発推進員制
度）
発足－100人以上

１９７８
(昭和５３)

「大阪同和問題企業連絡会（同企連）」
結成
企業内同和問題研修推進員制度－30人
以上に改定

１９８０
(昭和５５)

「同和地区新規大卒者の就職の
機会均等の確保」についての
通達
（労働省・文部省）

１９８１
(昭和５６)

労働大臣「就職差別撤廃親書」を
企業に発信

同和地区出身者雇用促進会議－職
業訓練専門委員会（後に職業能力
開発専門委員会）設置

人権・同和問題企業啓発講座開始（大
阪）
「大阪府下大学等就職問題連絡協議
会」結成
「大阪企業同和問題推進連絡協議会
（現：企業人権協）結成

１９８２
(昭和５７)

地域改善対策特別措置法制定
同和地区出身者雇用促進会議－大
学等専門委員会設置 ｢就職差別撤廃月間(６月)｣設定

１９８３
(昭和５８)

新規大卒者用統一応募用紙
（現 新規大学卒業者用標準
的事項履歴書）（モデル様式）
策定

１９８５
(昭和６０)

｢大阪府部落差別調査等規制等条
例」制定（１０月１日施行）

１９８７
(昭和６２)

地域改善対策特定事業に係る財政
上の特別措置法制定

企業内同和問題研修推進員制度－25人
以上に改定

― 173 ―



- 174 -

年 事件・出来事 応募用紙の流れ 雇用促進会議の流れ その他の取り組み

１９９７
(平成９)

人権擁護施策推進法施行
企業内同和問題研修推進員制度－
公正採用選考人権啓発推進員制度に名
称変更

１９９８
(平成１０)

大阪府部落差別調査等規制等条例
違反事件発覚

１９９９
(平成１１)

大阪府部落差別調査等規制等条例
違反事件により、労働大臣・大阪府
知事が経済・業種団体に就職差別解
消に向けた要請
職業安定法改正－
「個人情報の取扱いに関する
労働大臣指針」施行

大阪府「公正採用・調査システム検討
会議」設置
｢在阪経済五団体・同和人権問題連絡協
議会｣設置

２０００
(平成１２)

公正採用選考人権啓発推進員制度－大
阪府・大阪労働局との併設制度として
実施

２００１
(平成１３)

公正採用・調査システム検討会議－「公
正採用・調査システムの確立に向けて
の提言」公表

２００２
(平成１４)

地域改善対策特定事業に係る財政
上の特別措置法が期限切れ

「公正採用・雇用促進会議」に改
称し再発足

「大阪企業同和問題推進連絡協議会」
から「大阪企業人権協議会」に名称変
更

２００３
(平成１５)

「公正採用選考人権啓発推進員制
度の活性化方策」研究部会報告
「中学校進路保障専門委員会｣
「高等学校等進路保障専門委員
会」「職業能力開発専門委員会」の
三専門委員会を統合し、｢中学校・
高等学校・職業能力開発校等専門
委員会」を設置

新任･基礎研修/現任者研修
の実施
「大阪同和問題企業連絡会（同企連）」
から
「大阪同和・人権問題企業連絡会」
に名称変更

２００４
(平成１６)

「大学等卒業者の就職実態の把握
と公正な採用選考を実現するため
の対応」研究部会報告
問題事象に対する解決方策等検討
会報告

２００６
(平成１８)

「企業内人権研修を支えるシステ
ムづくり」研究部会報告

２００７
(平成１９)

差別につながる
土地調査の事実が発覚

大阪企業人権協議会「社内人権研修等
支援事業」開始。

２００９
(平成２１)

「他府県関係専門委員会」を｢中学
校・高等学校・職業能力開発校等
専門委員会」に吸収統合

２０１１
(平成２３)

｢大阪府部落差別調査等規制等条
例」を一部改正（１０月１日施行）

一般社団法人公正採用人権啓発推進セ
ンター設立

２０１６
(平成２８)

｢部落差別の解消の推進に関する法
律｣施行

２０２０
（令和２）

「ＪＩＳ規格履歴書」の様式
削除
「近畿統一応募用紙」、「中学
校就職用応募書類」、「近畿高
等学校統一応募用紙」の性別
欄が削除

「中学校・高等学校・職業能力開
発校等専門委員会」を「中学校・
高等学校・他府県関係専門委員会」
に改編
「職業能力開発専門委員会」を設
置

２０２１
（令和３）

「大阪府立高等職業技術専門
校等統一様式」の性別欄が削
除
「厚生労働省履歴書様式例」
の策定

「大阪府下大学等就職問題連絡協議
会」から「大阪府内大学等就職問題連
絡協議会」に名称変更
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年 事件・出来事 応募用紙の流れ 雇用促進会議の流れ その他の取り組み
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会報告
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(平成１８)

「企業内人権研修を支えるシステ
ムづくり」研究部会報告
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(平成１９)

差別につながる
土地調査の事実が発覚

大阪企業人権協議会「社内人権研修等
支援事業」開始。

２００９
(平成２１)

「他府県関係専門委員会」を｢中学
校・高等学校・職業能力開発校等
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２０１６
(平成２８)

｢部落差別の解消の推進に関する法
律｣施行
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校就職用応募書類」、「近畿高
等学校統一応募用紙」の性別
欄が削除

「中学校・高等学校・職業能力開
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に改編
「職業能力開発専門委員会」を設
置

２０２１
（令和３）

「大阪府立高等職業技術専門
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除
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の策定

「大阪府下大学等就職問題連絡協議
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- 175 -

諸 報 告 用 紙

（以下の用紙は、コピーして使用してください。）
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学校・推薦人員 一覧表

学 校 推薦人員 学 校 推薦人員

（管内） 校 人
推薦依頼総数

（管外） 校 人

事業所名 電話番号

求人番号 職 種
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学校・推薦人員 一覧表

学 校 推薦人員 学 校 推薦人員

（管内） 校 人
推薦依頼総数

（管外） 校 人

事業所名 電話番号

求人番号 職 種

- 178 -

新規学校卒業者の採用（内定）状況報告書

年 月 日

事 業 所 名

所 在 地

電 話

１．高卒（予定）者の採用（内定）状況

求人番号 職 種
通勤・
住込別

求人数
採 用
内定数

引き続き紹介希望の有無

通・住 有（ 人）・無

通・住 有（ 人）・無

通・住 有（ 人）・無

通・住 有（ 人）・無

通・住 有（ 人）・無

２．大学等卒業（予定）者の採用（内定）状況

学 歴
採 用
内定数

引き続き紹介希望の有無

大 学 有（ 人）・無

短 大 有（ 人）・無

専 修 学 校 等 有（ 人）・無

３．２０２３年３月中学校卒業者の受入れ可能な職種があれば記入してください。

職 種 求人数 職 種 求人数
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職場適応指導依頼書

離 職 ・ 転 職 届

年 月 日

事 業 所 名

所 在 地 TEL( )

労務担当者職氏名

指導対象（離職）者
氏 名

出 身 府 県

送出管轄安定所名 出身校名

赴 任 年 月 日

指導希望（離職）
年 月 日

要指導（離職）理由

措 置 状 況

新規学卒者
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職場適応指導依頼書

離 職 ・ 転 職 届

年 月 日

事 業 所 名

所 在 地 TEL( )

労務担当者職氏名

指導対象（離職）者
氏 名

出 身 府 県

送出管轄安定所名 出身校名

赴 任 年 月 日

指導希望（離職）
年 月 日

要指導（離職）理由

措 置 状 況

新規学卒者

- 180 -

様式１６

応募前職場見学実施予定表

（事 業 所 名）

（連絡先担当部署）

（連絡先担当者）

１１ ７７月月～～９９月月のの実実施施予予定定日日

○ ７月～９月までの実施予定日全てに（ ① ）のように印をつけていってください。

7 月 8 月 9 月

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 31 29 30

２２ 1100月月以以降降のの実実施施予予定定日日

○ 該当する項目に印（  ）を入れ、特定予定日に実施する場合は特定予定日を記入

してください。

◇ 予定なし

◇ 随 時

◇ 特定予定日

３ その他

◇ 事業所連絡先 担当者氏名

電話番号 FAX

※職業安定所記入欄：求人番号
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※安定所記入欄

採 用 選 考 関 係 書 類 等 点 検 票
[記入要領]

1. この点検票は、学卒求人申込書の提出の際に必ず提出してください。

2. 社内の採用選考等の書類等を点検し、該当するものに○印をつけてください。

3. 記入に当たっては、本文（p.13～115）をよくお読みください。

4. ⑤～⑧の書類の提出等の有無欄の有に○印をつけた場合は、その書類を添付してください。

１ 提出書類等について

提 出 書 類 等 参照 Ｐ 提出等の有無 提出等の時期 備 考

① ㊥職業相談票［乙］ 71 ・ 73

② 近 畿 統 一 応 募 用 紙 71 ・ 73 ・ 74 ・119

③ 大学等で作成した用紙 72 ・ 75 有・無

④ 市 販 履 歴 書 72 ・ 76 有・無

⑤ 入 社 承 諾 書

（ 請 書 ）
96 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑥ 誓 約 書 96 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑦ 身 元 保 証 書 96 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで
入 社 後

⑧ 社内で作成した用紙
（履歴書、身上書、家族調書）

72 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑨ 戸 籍 謄 （ 抄 ） 本 97 ・ 98 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで

入 社 後

⑩ 住 民 票 （ 写 ） 97 ・ 98 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑪ 住民票記載事項証明書 97 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで
入 社 後

⑫ 身 元 調 査 87 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで
入 社 後

⑬ 面 接 マ ニ ュ ア ル 78～86 有・無

事業所所在地

電話番号事業所名称

点 検 者 役職 氏名
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※安定所記入欄

採 用 選 考 関 係 書 類 等 点 検 票
[記入要領]

1. この点検票は、学卒求人申込書の提出の際に必ず提出してください。

2. 社内の採用選考等の書類等を点検し、該当するものに○印をつけてください。

3. 記入に当たっては、本文（p.13～115）をよくお読みください。

4. ⑤～⑧の書類の提出等の有無欄の有に○印をつけた場合は、その書類を添付してください。

１ 提出書類等について

提 出 書 類 等 参照 Ｐ 提出等の有無 提出等の時期 備 考

① ㊥職業相談票［乙］ 71 ・ 73

② 近 畿 統 一 応 募 用 紙 71 ・ 73 ・ 74 ・119

③ 大学等で作成した用紙 72 ・ 75 有・無

④ 市 販 履 歴 書 72 ・ 76 有・無

⑤ 入 社 承 諾 書

（ 請 書 ）
96 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑥ 誓 約 書 96 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑦ 身 元 保 証 書 96 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで
入 社 後

⑧ 社内で作成した用紙
（履歴書、身上書、家族調書）

72 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑨ 戸 籍 謄 （ 抄 ） 本 97 ・ 98 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで

入 社 後

⑩ 住 民 票 （ 写 ） 97 ・ 98 有・無

採 用 選 考 ま で

内定から入社まで
入 社 後

⑪ 住民票記載事項証明書 97 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで
入 社 後

⑫ 身 元 調 査 87 有・無
採 用 選 考 ま で
内定から入社まで
入 社 後

⑬ 面 接 マ ニ ュ ア ル 78～86 有・無

事業所所在地

電話番号事業所名称

点 検 者 役職 氏名

- 182 -

大阪労働局 選任
公正採用選考人権啓発推進員 報告書

大 阪 府 異動

年 月 日

公 共 職 業 安 定 所 長 様
大 阪 府 知 事 様

大阪労働局 選任
公正採用選考人権啓発推進員を下記のとおり しましたので報告します。

大 阪 府 異動

記

推 進 員 氏 名 補助者氏名

事業所における役職名 補助者の役職名

選 任
年 月 日

異 動
年 月 日

常時使用する従業員数 人 業 種 ※産業分類番号

変 更 事 項

（該当項目に○印を記入）
推進員異動 事業所名変更 事業所所在地変更

前 任 者 氏 名

旧 事 業 所 名

旧事業所所在地

（該当項目を記入）

※印欄は、事業所においては記入不要です。

（管轄の公共職業安定所長に提出していただくことにより、大阪府知事へも提出されます。）

※選任・異動報告を行った「推進員」の方は、公正採用選考人権啓発推進員 新任・基礎研修（毎月、府立労働

センターで開催）を必ず受講ください。研修日程・申込票等詳しくは大阪府ＨＰ・採用と人権

http://www.pref.osaka.lg.jp/rosei/koseisaiyo/400-suisin-kensyu.htmlをご覧ください。

〒

所 在 地

(ふりがな)

事業所名

代表者名

電 話
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名 称
郵便

番号
所 在 地 電話番号（ダイヤルイン）番号 管 轄 区 域

大阪中央
540-
0003

大阪市中央区森ノ宮中央
1-15-10
大阪中央労働総合庁舎4,5階

総合労働相談 06-7654-1176

監督 06-7669-8726

安全衛生 06-7669-8727

労災 06-7669-8728

中央区･東成区･城東区･天王寺区
浪速区･生野区･鶴見区

天満
530-
6007

大阪市北区天満橋1-8-30
OAP タワー 7階

総合労働相談 06-7658-4564

監督 06-7713-2003

安全衛生 06-7713-2004

労災 06-7713-2005

北区･都島区･旭区

大阪南
557-
8502

大阪市西成区
玉出中2-13-27

総合労働相談 06-7655-1115

監督 06-7688-5580

安全衛生 06-7688-5581

労災 06-7688-5582

住之江区･住吉区･西成区･阿倍野区･
東住吉区･平野区

大阪西
550-
0014

大阪市西区北堀江1-2-19
アステリオ北堀江ビル 9階

総合労働相談 06-7664-3840

監督 06-7713-2021

安全衛生 06-7713-2022

労災 06-7713-2023

西区･港区･大正区

西野田
554-
0012

大阪市此花区
西九条5-3-63

総合労働相談 06-7222-3013

監督・安全衛生 06-7669-8787

労災 06-7669-8788

此花区･西淀川区･福島区

淀川
532-
8507

大阪市淀川区
西三国4-1-12

総合労働相談 06-7668-0037

監督 06-7668-0268

安全衛生 06-7668-0269

労災 06-7668-0270

東淀川区･淀川区･池田市･豊中市･
箕面市･豊能郡

東大阪
577-
0809

東大阪市永和2-1-1
東大阪商工会議所3階

総合労働相談 06-7655-6431

監督 06-7713-2025

安全衛生 06-7713-2026

労災 06-7713-2027

東大阪市･八尾市

岸和田
596-
0073

岸和田市岸城町23-16

総合労働相談 072-449-8740

監督 072-498-1012

安全衛生 072-498-1013

労災 072-498-1014

岸和田市･貝塚市･泉佐野市･泉南市･
阪南市･泉南郡

堺
590-
0078

堺市堺区南瓦町2-29
堺地方合同庁舎3階

総合労働相談 072-340-4038

監督 072-340-3829

安全衛生 072-340-3831

労災 072-340-3835

堺市

羽曳野
583-
0857

羽曳野市誉田3-15-17
総合労働相談 072-942-4520

監督・安全衛生 072-942-1308

労災 072-942-1309

富田林市･河内長野市･松原市･
柏原市･羽曳野市･藤井寺市
大阪狭山市･南河内郡

北大阪
573-
8512

枚方市東田宮1-6-8

総合労働相談 072-391-2953

監督 072-391-5825

安全衛生 072-391-5826

労災 072-391-5827

守口市・枚方市・寝屋川市･大東市
門真市･四條畷市･交野市

泉大津
595-
0025

泉大津市旭町22-45
テクスピア大阪6階

総合労働相談 0725-27-0898

監督・安全衛生 0725-27-1211

労災 0725-27-1212

泉大津市･和泉市･高石市･泉北郡

茨木
567-
8530

茨木市上中条2-5-7

総合労働相談 072-604-5491

監督 072-604-5308

安全衛生 072-604-5309

労災 072-604-5310

茨木市･高槻市･吹田市･摂津市･三島郡

【開庁時間】８：３０～１７：１５(月～金) ※土・日・祝休日・年末年始(12月 29日～1月 3日)は閉庁

労 働 基 準 監 督 署 一 覧
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06-6949-6482

06-6949-6664

06-4790-6330

06-4790-6340

06-6941-4630

06-6941-8940

06-6949-6490

06-6949-6496

06-6949-6500

06-6949-6502

06-6949-6507

06-4790-6300

06-4790-6310

06-4790-6320

06-7669-8900

06-7663-6241

06-4790-6303

06-4790-6319



令和５（2023）年度

令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
度

厚
生
労
働
省
・

厚生労働省・大阪労働局・ハローワーク
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/

ハローワーク（公共職業安定所）一覧[求人関係]

ハローワーク 〒 所 在 地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 管 轄 区 域

梅 田
530-
0001

大阪市北区梅田1-2-2
大阪駅前第2ビル16階

06-6344-8609
✆音声ガイダンス実施

06-6344-0840
北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、
旭区
◎新規大学・高等学校・中学校卒業予定者の
求人は大阪新卒応援ハローワークへ

大阪新卒応援
ハローワーク

530-
0017

大阪市北区角田町8-47
阪急ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ18階

06-7709-9455 06-7709-9458
◎ハローワーク梅田管轄事業所の新規大学・
高等学校・中学校卒業予定者の求人受理

大 阪 東
540-
0011

大阪市中央区農人橋2-1-36
ピップビル1階～3階

06-6942-4771
✆音声ガイダンス実施

06-6942-4784
中央区〈ハローワーク大阪西の管轄区域を除く〉

天王寺区、東成区、生野区、城東区、鶴見区

大 阪 西
552-
0011

大阪市港区南市岡1-2-34
06-6582-5271
✆音声ガイダンス実施

06-4393-0577

西区、港区、大正区、浪速区、中央区のうち
安堂寺町、上汐１～２丁目、上本町西、瓦屋
町、高津、島之内、心斎橋筋、千日前、宗右
衛門町、道頓堀、東平、中寺、難波、難波千
日前、

阿 倍 野
545-
0004

大阪市阿倍野区文の里1-4-2
06-4399-6007
✆音声ガイダンス実施 06-7711-6021

阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区、住之
江区、平野区

淀 川
532-
0024

大阪市淀川区十三本町3-4-11
06-6302-4771
✆音声ガイダンス実施

06-6886-3868 淀川区、東淀川区、吹田市

堺
590-
0078

堺市堺区南瓦町2-29
堺地方合同庁舎1～3階

072-238-8301
✆音声ガイダンス実施

072-238-8311 堺市

布 施
577-
0056

東大阪市長堂1-8-37
イオン布施駅前店4階

06-6782-4221
✆音声ガイダンス実施

06-6783-6768 東大阪市、八尾市

岸 和 田
596-
0826

岸和田市作才町1264
072-431-5541
✆音声ガイダンス実施

072-423-8609 岸和田市、貝塚市

池 田
563-
0058

池田市栄本町12-9
072-751-2595
✆音声ガイダンス実施

072-751-5848 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡

泉 大 津
595-
0025

泉大津市旭町22-45
テクスピア大阪2階

0725-32-5181
✆音声ガイダンス実施

0725-22-2226 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡忠岡町

藤 井 寺
583-
0027

藤井寺市岡2-10-18
DH藤井寺駅前ビル3階

072-955-2570
✆音声ガイダンス実施

072-955-3770 藤井寺市、松原市、柏原市、羽曳野市

枚 方
573-
0031

枚方市岡本町7-1
枚方ﾋﾞｵﾙﾈ6階

072-841-3363
✆音声ガイダンス実施

072-841-1101 枚方市、寝屋川市、交野市

泉 佐 野
598-
0007

泉佐野市上町2-1-20
072-463-0565
✆音声ガイダンス実施

072-462-8689 泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡

茨 木
567-
0885

茨木市東中条町1-12
072-623-2551
✆音声ガイダンス実施

072-623-2896 茨木市、高槻市、摂津市、三島郡島本町

河 内 長 野
586-
0025

河内長野市昭栄町7-2
0721-53-3081
✆音声ガイダンス実施

0721-53-3194
河内長野市、富田林市、大阪狭山市、南河内
郡

門 真
571-
0045

門真市殿島町6-4
守口門真商工会館2階

06-6906-6831
✆音声ガイダンス実施

06-6908-8943 門真市、守口市、大東市、四條畷市

※求人情報提供・職業紹介・職業訓練関係の出先機関は掲載しておりません。

西心斎橋、日本橋、東心斎橋、松屋
町、南船場、谷町６～９丁目


